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議 事 日 程 

  開会宣告及び開議宣告 

１  会議録署名議員の指名 
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８ 議案第４号 平成３１年度幌延町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

９ 議案第５号 平成３１年度幌延町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

１０ 議案第６号 平成３１年度幌延町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

１１ 議案第７号 平成３１年度幌延町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

１２  令和２年度 町政執行方針 

令和２年度 教育行政執行方針 

１３ 議案第８号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

１４ 議案第９号 幌延町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 
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１８ 議案第１３号 幌延町定住促進持家住宅建設等奨励条例の一部を改正する条例の制定

について 

１９ 議案第１４号 幌延町商工業等振興促進条例の一部を改正する条例の制定について 

２０ 議案第１５号 幌延町職員等の定数に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

２１ 議案第１６号 使用料及び手数料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定

について 

２２ 議案第１７号 幌延町障害福祉サービス施設の指定管理者の指定について 

２３ 議案第１８号 幌延町食肉加工施設の指定管理者の指定について 

２４ 議案第１９号 令和２年度幌延町一般会計予算 

２５ 議案第２０号 令和２年度幌延町国民健康保険特別会計予算 
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３０ 議案第２５号 令和２年度幌延町下水道事業特別会計予算 

  （予算審査特別委員会設置、審査付託） 

  （散 会 宣 言） 
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本日の会議の順序 

 開会宣告及び開議宣告 日 程 第２２ 議 案 第 １ ７ 号 

日 程 第 １ 会議録署名議員の指名   〃  ２３ 議 案 第 １ ８ 号 

   〃  ２ 会 期 の 決 定  休 憩 宣 告 

   〃  ３ 諸 般 の 報 告  開 議 宣 告 

   〃  ４ 行 政 報 告 日 程 第２４ 議 案 第 １ ９ 号 

   〃  ５ 議 案 第 １ 号   〃  ２５ 議 案 第 ２ ０ 号 

 休 憩 宣 告   〃  ２６ 議 案 第 ２ １ 号 

 開 議 宣 告   〃  ２７ 議 案 第 ２ ２ 号 

日 程 第 ６ 議 案 第 ２ 号   〃  ２８ 議 案 第 ２ ３ 号 

   〃  ７ 議 案 第 ３ 号   〃  ２９ 議 案 第 ２ ４ 号 

   〃  ８ 議 案 第 ４ 号   〃  ３０ 議 案 第 ２ ５ 号 

   〃  ９ 議 案 第 ５ 号 （予算審査特別委員会設置） 

   〃 １０ 議 案 第 ６ 号  散 会 宣 告 

   〃 １１ 議 案 第 ７ 号   

 休 憩 宣 告   

 開 議 宣 告   

日 程 第１２ 幌 延 町 政 執 行 方 針   

   〃 １２ 幌延町教育行政執行方針   

 休 憩 宣 告   

 開 議 宣 告   

日 程 第１３ 議 案 第 ８ 号   

   〃 １４ 議 案 第 ９ 号   

   〃 １５ 議 案 第 １ ０ 号   

   〃 １６ 議 案 第 １ １ 号   

   〃 １７ 議 案 第 １ ２ 号   

   〃 １８ 議 案 第 １ ３ 号   

   〃 １９ 議 案 第 １ ４ 号   

   〃 ２０ 議 案 第 １ ５ 号   

   〃 ２１ 議 案 第 １ ６ 号   
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 （１０時００分 開  会） 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   おはようございます。 

      本日の出席議員は６名です。 

定足数に達しておりますので、ただいまから令和２年第２回幌延町議会定例会を開

会します。 

ただちに、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、配付されているとおりです。 

 

日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定に基づき、議長において４番

無量谷隆君、６番吉原哲男君を指名します。 

 

 

日程第２ 「会期の決定」の件を議題とします。 

   お諮りします。 

   本定例会の会期は、本日、３月１０日から１２日までの３日間にしたいと思います。 

   これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、会期は本日、３月１０日から１２日までの３日間に決定しました。 

 

   日程第３ 「諸般の報告」を行います。 

   議長としての報告事項は、配付した資料のとおりです。 

   以上をもって、諸般の報告を終わります。 

 

   日程第４ 「行政報告」を行います。 

   町長、教育長から、順次行政報告を求めます。 

町  長 野々村   仁 君 

   それでは、幌延町議会３月定例会の開催にあたり、一般行政の執行状況について、

ご報告いたします。 

   はじめに、叙勲受章及びその他表彰についてですが、地方自治の発展向上に多大な

ご貢献をされた、現職の町議会議員でありました、故岡本則夫氏について、特別叙勲

の上申をいたしましたところ、２月４日に旭日単光章の受章が決定されました。 

   故岡本氏は、昭和６２年５月に地域住民の衆望を担い、幌延町議会議員に初当選以

来、通算１３年以上の長きに渡り議会活動を積極的に続け、その間、総務文教常任委

員長や産業厚生常任委員長などを務められ、地方自治の振興発展に多大なご貢献をさ

れました。原子力関連施設誘致促進特別委員や深地層研究施設対策特別委員としても、

原子力関連施設の誘致に積極的に取り組まれ、現在の日本原子力研究開発機構幌延深
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地層研究センターの誘致実現に大変ご尽力を賜りました。 

   皆様もご存じのとおり、故岡本氏は、昨年４月の幌延町議会議員選挙において当選

を果たされ、議会活動を続けられておりましたが、令和２年１月７日、７２歳でご永

眠なされました。ここに改めて、故岡本氏のご生前のご功績に対し、深甚なる敬意と

感謝の意を表したいと思います。 

   次に、その他の表彰についてですが、幌延町交通安全指導員として平成９年７月か

ら２２年を超える長きにわたり、交通安全指導や交通秩序の保持及び交通事故防止に

ご尽力いただいております遠藤稔氏が、交通安全実践者として他の模範になると認め

られたことから、北海道善行賞の授与が決定され、２月１８日に私から伝達いたしま

した。 

   北海道善行賞を受けられました遠藤氏には、各期別運動期間中の街頭指導はもとよ

り、交通安全青空教室、歳末特別夜間街頭指導や各種イベントなどにおいて交通安全

指導にご尽力され、町民の交通安全意識の高揚に多大なご貢献をいただいているとこ

ろです。 

   次に幌延町産ミズナラ樽貯蔵日本酒。商品名で言いますと、Ｓｍｏｋｙ純米酒北海

道№１についてですが、この度、第２７回北海道加工食品コンクールに出品しました

ところ、入賞をいたしました。今回の参加企業は２１社であり、１月９日に審査が行

われた結果、北海道知事賞に続いて２番目の賞である札幌市長賞を受賞いたしました。

これまでの常識を覆す新しい日本酒で、幌延町のミズナラ木の内側を焼いて焦がした

洋樽を使い、貯蔵・熟成させた特別な純米酒となっております。芳醇でスモーキーな

香りと、スパイシーで重厚な味わいが特徴で、外国の方々にも好評であると聞いてお

ります。この日本酒は、道産原料を使った地酒造りの技術を積み重ねて来た田中酒造

株式会社が作り上げました。 

   最後に、町広報誌ですが、道内各地の自治体の優れた広報誌を表彰する第６６回北

海道広報コンクールの広報写真・一枚写真の部に本町も応募しましたところ、入選い

たしました。 

   コンクールは道や道市長会、道町村会で構成する広報広聴技術研究会実行委員会が

毎年実施しているものです。広報写真・一枚写真の部には３３点の応募があり、特選

１点、入選２点が選ばれ、留萌・宗谷両管内の入賞は全部門を通じて、本町のみとな

っております。 

   入選作は、昨年９月の町内の水泳大会で、小学生５人が横一線に並び、クロールで

競う一瞬をとらえたもので、昨年の広報１０月号の表紙を飾ったものです。 

   審査委員からは「水泳の臨場感が見事に表現され、スポーツの力強さが前に出てい

る」と評価されました。 

これらの表彰は幌延町民にとって誇りであり、表彰を受けられました方々の長年に

わたるご努力とご労苦に対し、深甚なる敬意と感謝の意を表したいと思います。 

   お配りした資料には記載がありませんが、追加で１件ご報告させていただきます。 

新型コロナウイルス感染症対策についてですが、ご承知のとおり、新型コロナウイ

ルスは猛威を振るい、国内外において感染の拡大化が懸念されているところです。幸

いにも現時点では、町内での感染は確認されていないものの、道内では着実に感染者
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数が増加している状況であります。 

本町では、２月２５日に危機管理対策室を設置し、情報の共有と対策準備について

協議しておりましたが、北海道知事による緊急事態宣言の発表を受け、３月２日午前

９時に幌延町新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、幌延町新型インフルエン

ザ等対策行動計画に準じた形で、町内における感染予防対策を図ることとしたところ

です。 

役場の感染予防対策といたしましては、町主催の行事や会議などは可能な限り中止

または延期することとし、生涯学習センターや体育館など、不特定多数の方が集まる

ような公共施設については、３月１９日まで休館といたしました。 

また、役場などの休業していない公共施設では、アルコール消毒液の配置や補充を

徹底し、万が一の感染に備え、簡易な防護服やマスクなどについても準備を進めてお

ります。町民の皆様への注意喚起については、教育委員会から保護者世帯向け、また、

町のホームページ及び告知端末機などで行っておりますし、町民の皆様からの相談に

ついても、保健福祉課保健グループで対応しているところです。 

何よりも大切なことは、町民の皆様が感染しないことということでありますので、

これからも継続して対策を講じ、感染を予防していきたいと考えております。町民の

皆様には、引き続きこまめな手洗いや消毒、咳エチケット、できるだけ人混みは避け

ることなどに取り組んでいただきますようお願いいたします。 

   そのほか、一般的な事務事項につきましては、お手元にお配りした資料のとおりと

なっております。 

   以上、第２回 幌延町議会定例会の行政報告とさせていただきます。 

教 育 長 木 澤 瑞 浩 君 

   幌延町議会３月定例会の開催にあたり、教育行政の執行状況について、その概要を

ご報告いたします。 

初めに、学校教育について４点ご報告いたします。 

１点目は、追加として、このたびの新型コロナウイルス感染症の対応についてです

が、２月２６日に北海道教育委員会の要請を受け、本町の小・中学校を一週間臨時休

業といたしましたが、２月２８日に更なる要請を受け、３月２４日まで延長しており

ます。 

その間、２月２６日、３月２日、４日、６日に臨時校長会を開催し、今後の児童生

徒への対応等について協議するとともに、児童生徒、保護者、地域の皆様へ周知し、

ご理解ご協力をいただいているところでございます。 

卒業式の開催につきましては、３月８日に幌延中学校が挙行いたしましたが、道教

委の通知をもとに、町内３校共通理解のもと、規模を縮小し、開催しております。 

また、３月９日の夕方、知事の会見や道教委の通知を受け、本町においても分散登

校日を実施することとしました。 

今後も、感染状況や北海道、北海道教育委員会からの要請等を鑑みながら、校長会

や、幌延町新型コロナウイルス感染症対策本部で協議し、適切な対応を図れるよう努

めてまいります。 

２点目は、学校でのインフルエンザ感染について。 



 - 7 - 

幌延小学校で１年生が２月３日から２日間、幌延中学校で１年生が１月３１日から

２日間の学年閉鎖をしておりますが、その後は感染が止まりました。 

３点目は、稚内地区吹奏楽連盟主催の令和元年度稚内地区管楽器個人及びアンサン

ブルコンクールが１月１９日に稚内市で開催され、幌延中学校からアンサンブルコン

クールに１０名が参加し、管打六重奏で銅賞、木管四重奏で銀賞を受賞しました。 

４点目は、令和元年度全国体力運動能力運動習慣等調査の北海道教育委員会が作成

する報告書に、本町の状況を掲載することに幌延町教育委員会も同意いたしました。

体力、運動能力状況の一部分、一側面ではありますが、他の市町村と同様に、北海道

教育委員会のホームページで公表されます。 

次に、社会教育について３点ご報告いたします。 

１点目は、今年度も冬季休業中に児童の生活学習習慣の定着を図る朝活プロジェク

トを開催いたしました。小学１年生から６年生の４７名が参加し、プログラミング教

育や教室や英語活動、運動教室等を行い、その内容について、参加者や保護者から高

い評価をいただきました。 

２点目は、少年団活動についてです。２月１０日に稚内地区小学生バレーボール連

盟主催の若葉杯小学生バレーボール大会が稚内市で開催され、男子の部で幌延ジーラ

イズが準優勝、女子の部で幌延ウイングガールズが優勝いたしました。 

３点目は、かるたクラブについてです。幌延小学校の児童が、２月１６日に札幌市

で開催された第２３回北海道子どもかるた大会に宗谷管内の代表として、幌延のチー

ムで５年ぶりの出場を果たしております。 

また、２月９日に稚内市で開催された第３３回ユアーズ杯子どもかるた大会に、小

学校低学年の部に２チーム、小学校高学年の部に２チームが出場し、小学校低学年の

部で優勝と３位入賞を果たしました。 

以下、教育予算の執行状況、社会教育活動状況等につきましては、別紙資料のとお

りであります。 

以上、概要を申し上げ幌延町教育行政執行状況の報告といたします。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   以上をもって、行政報告を終わります。 

 

   日程第５ 議案第１号「平成３１年度幌延町一般会計補正予算」の件を議題としま

す。 

議案第１号についての提案理由の説明を求めます。 

総務財政課長 藤 井 和 之 君 

   議案第１号「平成３１年度幌延町一般会計補正予算 第６号」について、提案理由

の説明を申し上げます。 

今回の補正予算につきましては、国の補正予算による問寒別地区道営畑地対総合整

備事業の増と各小中学校ＧＩＧＡスクールネットワーク整備事業の新規計上、また、

幌延町医療職員養成修学資金貸付事業の増、それ以外のものについては、今年度実施

している各事業の決算見込みの精査による補正が主なものです。 

１ページをお開きください。 
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   第１条第１項、歳入歳出予算の補正につきましては、既定の歳入歳出予算からそれ

ぞれ５,２５４万２千円を減額し、歳入歳出それぞれの予算総額を４９億９,８１６万

８千円にしようとするものです。 

   第２項第１表、歳入歳出予算補正の主な内容について説明いたします。２ページを

お開きください。 

   初めに歳入ですが、１０款地方交付税では１,６１６万９千円の増。１４款国庫支

出金で１,４５２万円の増。１７款寄附金で３１３万４千円の増。１８款繰入金で１

億１,６７７万円の減。２０款諸収入で６７５万９千円の減。２１款町債で３,２７０

万円の増などで、歳入合計５,２５４万２千円の減額補正です。 

   次に３ページの歳出ですが、２款総務費で７２４万４千円の減。３款民生費で２,

２９４万９千円の減。６款農林水産業費で６２３万９千円の増。８款土木費で４,８

５６万５千円の減。１０款教育費で３,０９３万４千円の増などで、歳出合計５,２５

４万２千円の減額補正です。 

   第２条、継続費の補正ですが、４ページをお開きください。 

   第２表、継続費補正については、９月補正で設定いたしました問寒別除雪センター

整備事業の総額と、初年度の出来高予定額の減少により、年割額を変更する必要が生

じたため、総額６,３７０万９千円を６,１３５万２千円に減額し、平成３１年度の年

割額２,１７２万６千円を１,５８７万２千円に、令和２年度の年割額４,１９８万３

千円を４,５４８万円に変更する補正です。 

   第３条、繰越明許費ですが、６ページをお開きください。 

   第３表、繰越明許費については、令和２年度に繰り越して使用することができる経

費は、６款１項農業費の幌延町酪農肉用牛増産近代化施設整備事業１,３５６万２千

円と、冒頭で申し上げました国の補正予算による、６款１項農業費の問寒別地区道営

畑地帯総合整備事業２,４７５万円。１０款１項教育総務費の各小・中学校ＧＩＧＡ

スクールネットワーク整備事業３,７４２万６千円の３事業になります。 

   第４条、債務負担行為の補正ですが、８ページをお開きください。 

   第４表、債務負担行為補正については、当初予算で設定いたしました公用車購入事

業の事業費が確定したため、債務負担行為の限度額を３４０万６千円から３３８万５

千円に変更する補正です。 

   第５条、地方費債の補正ですが、１０ページをお開きください。 

   第５表、地方債補正については、国の補正予算による増額と事業費の精査等による

もので、既定の地方債限度額の合計８億６２０万円を８億３,８９０万円に補正する

ものです。 

地方債の限度額を補正する主なものは、ソフト事業の過疎地域自立促進特別事業５,

７５０万円を７,８９０万円に、問寒別地区道営畑地対総合整備事業５,６３０万円を

７,８１０万円に、問寒別除雪センター整備事業２,１６０万円を１,５６０万円に、

下水道施設改修事業１,９００万円を１,０５０万円に変更し、新たに各小・中学校Ｇ

ＩＧＡスクールネットワーク整備事業１,２６０万円を追加する補正です。 

   以下、歳出歳入の順で、補正の補正予算の主な内容について説明いたします。３４

ページをお開きください。 
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   １款１項１目議会費では、議員の欠員等により、議会運営費９９万円の減。事業費

の精査により、町議会議員視察研修事業６３万１千円の減です。 

   ２款１項２目自治振興費では、電柱添架移設業務の減少により情報通信施設整備運

営事業１８７万１千円の減と、ふるさと応援寄附金の件数増加による返礼品の増など

によりふるさと応援推進事業８９万５千円の増です。 

   ３６ページをお開きください。 

   ７目企画費では、事業費の精査により、まちづくり事業２９５万円の減と３９ペー

ジの地域おこし協力隊の欠員等により、地域おこし協力隊運営事業５４８万円の減で

す。 

   ４０ページをお開きください。 

   １２目諸費の基金管理事業では、今回の補正予算の財源調整の結果、ふるさと創生

基金積立金３８５万円の増と、ふるさと応援寄附金の増によりふるさと応援寄附基金

積立金９８万２千円の増です。 

   ４２ページをお開きください。 

   ３款１項１目社会福祉総務費では、国民健康保険診療所の運営費に対して、国民健

康保険特別会計から国民健康保険診療所への繰出金が増加したことなどにより、一般

会計からの国民健康保険診療所特別会計繰出金５７４万８千円の減と、事業費の精査

により北星園民営化支援事業９５万２千円の減、新婚生活応援事業１５０万円の減で

す。 

３目老人福祉費では、後期高齢者医療広域連合納付金の減少により後期高齢者医療

特別会計繰出金２４９万４千円の減と、介護給付費の減少により介護保険特別会計繰

出金３７２万６千円の減です。 

   ４４ページをお開きください。 

   ２項１目児童福祉総務費では、事業費の精査により出産祝金及び養育手当支給事業

３３１万８千円の減です。 

４款１項１目保健衛生総務費では、４７ページの医療職員養成修学資金の貸付希望

者の増加により、幌延町医療職員養成修学資金貸付事業４８０万円の増です。 

   ５０ページをお開きください。 

   ６款１項３目畜産業費では、事業費の精査により、町営牧場管理費３５０万円の減

です。 

６目農地開発費では、今年度の補助申請が見込まれないため、農業施設補修事業２

００万円の減と、問寒別地区道営畑地対総合整備事業では国の補正予算による増額と、

事業費の精査による減額により２,１８５万３千円の増です。国の補正予算による増

額分は、第３表の繰越明許費により、令和２年度に繰り越す事業になります。 

   ５２ページをお開きください。 

   ２項２目造林費では、事業量の減少により、未来につなぐ森づくり推進事業５３８

万７千円の減と、事業費の確定により、町有林整備事業２２３万８千円の減です。 

   ５６ページをお開きください。 

   ８款２項１目道路維持費では、暖冬による消雪のため道路維持管理費の除雪業務２,

２０２万円の減。事業費の精査と今年度の出来高予定額の減少により、問寒別除雪セ
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ンター整備事業５８５万４千円の減です。 

   ５８ページをお開きください。 

   ３項２目下水道費では、下水道施設改修事業と個別排水施設整備費の減額などによ

り、下水道事業特別会計繰出金１,７２８万円の減です。 

   ６０ページをお開きください。 

   １０款１項３目教育振興費では、国の補正予算を活用して、各学校の通信ネットワ

ーク構築と児童生徒１人１台の端末整備を図るため、各小中学校ＧＩＧＡスクールネ

ットワーク整備事業３,７４２万６千円の新規計上で、令和２年度へ繰り越す事業に

なります。 

   １０款２項１目学校管理費では、６３ページの小学校情報通信機器等整備事業で購

入を予定していた情報教育研究用備品の一部を、ＧＩＧＡスクールスクールネットワ

ーク整備事業に振替えたことにより２４３万９千円の減です。 

   次に歳入ですが、２４ページをお開きください。 

   １０款１項１目地方交付税では、補正の財源として特別交付税１,６１６万９千円

の増で、特別交付税の補正後予算額は２億３,７５４万２千円になります。 

１３款１項４目土木使用費では、道路占用箇所の増加により、道路占用料２３１万

６千円の増です。 

   ２６ページをお開きください。 

   １４款２項５目教育費国庫補助金では、歳出で説明しましたＧＩＧＡスクールネッ

トワーク整備事業に係る国庫補助金で、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備

費１,２６４万９千円及び公立学校情報機器整備費２９２万５千円の新規計上です。

この国庫補助金は、繰越明許費の財源として令和２年度に繰り越すことになります。 

   １５款２項１目総務費道補助金では、ワイン樽による創生事業、バイオガスプラン

ト基本計画策定に係る調査事業、地域コミュニティ形成事業の３事業に対する地域づ

くり総合交付金５８０万円の新規計上です。 

４目農林水産業費道補助金の農業費道補助金では、２９ページにあります地域づく

り総合交付金は、農業振興地域整備計画策定に係る調査業務及び下沼地区営農用水施

設改修事業に対する補助金で１,７９３万円の増です。 

１７款１項２目ふるさと応援基金では、寄附金の増加により１８７万７千円の増で

す。 

   ３０ページをお開きください。 

   １８款繰入金では、各基金の充当事業の精査と、今回の補正予算で財源が確保され

たことにより、４目ふるさと創生基金繰入金１,３６０万円の減。７目公共施設等整

備基金繰入金９,５８０万円の減などです。 

２０款５項１目雑入では、光ケーブルの移設時期変更と移設の不要になったことな

どにより、光ケーブル移設補償費６３４万３千円の減です。 

   ３２ページをお開きください。 

   ２１款町債については、第５条、地方債の補正で説明していますので省略させてい

ただきますが、５目公共事業等債の問寒別地区道営畑地対総合整備事業２,４７０万

新規計上と６目教育福祉施設等整備事業費債の各小・中学校ＧＩＧＡスクールネット
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ワーク整備事業１,２６０万円新規計上は、国の補正予算による事業の地方債で、繰

越明許費の財源として令和２年度に繰り越すことになります。 

   以上、議案第１号「平成３１年度幌延町一般会計補正予算」の提案理由の説明とい

たします。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   これより、質疑を行います。 

   質疑の方法は、歳出一括、歳入一括、総括の順序で行いたいと思います。 

   これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

これより、歳出一括の質疑を行います。 

２  番 斎 賀 弘 孝 君 

３７ページのまちづくり事業の補助金についてお伺いします。 

   この幌延町まちづくり事業は、当初４００万の予算だったんですけども、今回どう

いったことにこの補助金が使われるのか、お伺いしたいと思います。また申請時期は

いつだったのかお伺いします。 

企画政策課長 藤 田 秀 紀 君 

お答えいたします。 

   今回の補助金ですけれども、トナカイ薬局の整備事業に対する補助金でございまし

て、ちょっと何年度から始まったかは正確には覚えてないんですけれども、通年ベー

スの元金の返還金に補助率を掛けた分だけの補助金を出しているというようなことで、

それ１件のみの補助金でございまして、残りの部分については今回減額させていただ

いたというようなことでございます。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   ほかにありませんか。 

２  番 斎 賀 弘 孝 君 

   同じく３７ページの、委託料のバイオマスプラントの基本仕様作成支援業務なんで

すけども、当初３２０万予定組んでたんですけどもね。これは役所としても、また希

望する農家さんも納得するような基本仕様作成が出来たのかどうか、お伺いしたいと

思います。 

企画政策課長 藤 田 秀 紀 君 

   委託事業につきましては、現在まだ継続中でございまして、今回落とした部分って

いうのは契約の執行残でございます。 

   対象になっている農家さんが納得できたものということではなくて、今、幌延町で

モデルとして造ろうとしているものが、どういうような設計が必要かというような業

務を委託しているというようなことでございます。 

２  番 斎 賀 弘 孝 君 

６１ページの各小・中学校のＧＩＧＡスクールネットワーク整備事業で、委託料そ

れから、情報教育研究用備品とあるんですけど、これはこれからどんなような感じで

委託先を決めていく、購入先を決めていくのかお伺いします。 
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教育次長 伊 藤 一 男 君 

お答えいたします。 

こちらにつきましては、ネットワークにつきましては、現在敷いているネットワー

クがありまして、そこをベースに今回更新していくことを考えております。 

それからタブレット端末等につきましては、町内業者での見積もり合わせという形

を考えてございます。 

２  番 斎 賀 弘 孝 君 

町内業者による見積もり合わせという今お答えだったんですけど、前回のときも町

内業者が１社しかなかった。それが高いのか安いのかもわからない結果だったという

報告を受けていますが、今回もそういう報告で、１社しか参加しなくても、１社でや

っていきたいという感じですか。 

教育次長 伊 藤 一 男 君 

お答えいたします。 

町内業者さんということで進めていきたいと考えております。 

購入する機器につきましても、今、設備されているものと合致する機種ということ

で、機種についても限定されるところでありますけれども、町内業者さん優先で見積

書を取って、入札させていただければと考えております。 

２  番 斎 賀 弘 孝 君 

前回は見積もり合わせした時には業者出てきたんだけど、いざ入札となると一緒に

なってしまったよという報告でしたよね。だからその点を、今回どういうふうに活か

して、この情報教育研究用備品のほうですね、購入していくのかお伺いしたい。 

例えば１社しかないんだったら、プロポーザル方式とかでもいいんじゃないかと思

うんですけど、その点についてどうですか。 

教育次長 伊 藤 一 男 君 

今、プロポーザルっていうようなお話も、議員のほうからご提案ありましたけれど

も、今後教育委員会内部のほうで協議しながら、進めてまいりたいと思います。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

よろしいですか。 

（斎賀議員「はい」） 

ほかに。 

７  番 西 澤 裕 之 君 

２款１項２目の３７ページ、補助金の集落支援員活動費なんですけれども、２３万

減ということで、これ当初予算にはないので、確か補正で上げてたやつかなと思うん

ですけども、当初の支援活動費がいくらだったのか知りたいのと、あと４３ページの

３款１項１目で婚活支援事業。この補助金なんですが、本年度の参加者と事業内容を

説明ください。 

あと戻るんですけども３７ページの、先ほど同僚議員からあったバイオマスプラン

ト基本仕様作成支援業務なんですけれども、課長の答弁では、まだ継続中でというお

話があったんですけれども、基本資料作成ということで、どのようなものが今年度中

に出てくるのかというところを聞かせてください。 
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企画政策課長 藤 田 秀 紀 君 

まず１点目の集落支援員活動費ですけれども、当初の予算は５１万３千円でござい

ます。 

あとバイオマスのどのようなものをっていうことでしょうか。どのようなものって

いうか、バイオマス事業はふん尿を、それを燃料化して、燃やして電気を起こして、

出た液肥を撒くっていうものなんですけれども、その基本的な何頭規模であればどの

ような施設が必要かというような、機械整備ですとか、施設の整備を含めて、のよう

な、その頭数に合った形の整備事業を組み立てると、モデルを組み立てていくという

ような中身になっております。説明になってるかどうかわかりませんけど。 

保健福祉課長 村 上 貴 紀 君 

   婚活支援事業に関しまして、今年度、協議会のほうへの補助金として、協議会のほ

うで婚活の事業ですね、２回から３回程度実施したいということでの予定がありまし

て、第１回目につきましては８月の２４日に、ふるさとの森森林公園においてバーベ

キュー等を行う事業を実施したということで、参加者につきましては男性１４名、女

性１１名、合わせて２５名の参加があったというふうに報告を受けております。 

   その中でのアンケート調査等々の結果を踏まえ、第２回目としていたしまして、２

月の１５日から１６日にかけての１泊２日でのスポーツレク及び、夕食会、翌日には

お菓子づくり等を実施するということで企画をしまして、周知等をしたんですが、残

念ながら申込みがなかったということで、実施につきましては中止をしたというふう

に報告を受けております。 

   それで第１回目の事業費につきましては、５３万２,３９２円、第２回目につきま

しては周知にかかった経費９万９千円、合わせて６３万１,３９２円の今年度の実績

ということで、残金につきまして減額補正させていただいたところです。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   ほかにありませんか。 

２  番 斎 賀 弘 孝 君 

   ５３ページによる未来につなぐ森づくり振興推進事業ですけども、補助金で推進事

業をやる予定だったんですけども、２５ヘクタールやる予定でした。この金額で全て

みんな予定通り行われた上での減になったのかをお尋ねします。 

   それから５５ページにトナカイ観光牧場花壇管理事業、一般賃金６５万８千円。こ

れは、期間中にですね、町民のボランティアによる花壇整備をしましょうということ

で行いました。町民ボランティアの皆さんの参加によって６５万８千円も減になった

のか、その効果を伺いたいと思います。 

産業振興課長 山 本 基 継 君 

   まず、未来につなぐ森づくり推進事業についてなんですが、当初３社予定してたん

ですけれども、事業実施者が見つかないということで、２件については、未実施にし

ますということで森林組合から連絡がありまして、その分落としております。ですか

ら今年は１件のみです。 

実施したヘクタールは９ヘクタールです。アカエゾマツ１万８千本植栽しておりま

す。 
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企画政策課長 藤 田 秀 紀 君 

   トナカイ観光牧場の花壇管理事業の賃金でございますけれども、当初予算でも、４

名の予算をもって、花壇の整備をしようというようなことで上げておりまして、今回

は、決算見込みが出ましたので、その分落としたということでございます。 

花壇整備の効果っていうのは、どう表現したら良いのかわかんないんですけれども、

皆さんに楽しんでいただけるような、青いケシですとか、その周辺にいろいろな花を

植えておりますので、それらを草むしりしたり、苗を作ったり、花を植えたりという

ような賃金を、実際に整備した日数に応じて、決算見込みを出したというようなこと

でございます。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   よろしいですか。 

２  番 斎 賀 弘 孝 君 

   一般賃金については、ボランティアでトナカイの観光牧場の花壇を綺麗にしましょ

うという呼込みがあったので、その効果があって、６５万８千円の減だったのかって

いうことを、ちょっと私の質問の仕方が悪かったんですけども、ボランティアさんの

効果があって、こういうふうになったんですかということお尋ねしたんです。 

   それと、未来につなぐ森の推進事業、これ残り１６ヘクタールは新年度に持ち込み

ということでいいんですか。少ない業者１社ですけども、そこを確認します。 

産業振興課長 山 本 基 継 君 

   議員おっしゃるとおりですね、来年度にも要望を上げておりますけれども、何せ道

の事業ですので、採択されるかどうかわかりませんけれども、意見は上げてはおりま

す。 

企画政策課長 藤 田 秀 紀 君 

   ちょっとすいません。ボランティアで何日やって、何人集まったかというところま

では承知をしてないんですけれども、この賃金は初めの苗作るところから、実際に草

むしりですとか、植えるですとか、そういうようなトータルの賃金がありますので、

１部分だけのボランティアで出た執行残ということにはならないと思います。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

よろしいですか。 

（斎賀議員「はい」） 

ほかにありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

   これにて、歳出の質疑を終わります。 

これより、歳入一括の質疑を行います。 

７  番 西 澤 裕 之 君 

２５ページの認定こども園保護者負担金なんですけれども、この５７万６千円増の

要因をお聞かせくださいっていうのが一つと、次１３款１項教育使用料、東ヶ丘スキ

ー場リフト５７万の減なんですけれども、他町村ではシーズン券の一部返金等ありま

すけれども、本町はどのような対応を取るのかというところを伺います。 

保健福祉課長 村 上 貴 紀 君 
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認定こども園の保護者負担金の増ですけども、当初予算の段階では、所得区分等々

を見込みで予算計上しておりまして、そこの確定によっての増という形になります。 

教育次長 伊 藤 一 男 君 

議員のご質問にお答えいたします。 

リフトのシーズン券の関係なんですけれども、１月末時点で、シーズン券を購入さ

れていた方が数名だったことから、希望者については、返金ということで、個別に連

絡を取って、希望者も何件か出てきておるというようなところで対応しております。  

７  番 西 澤 裕 之 君 

こども園のほうは確定ということでわかりました。 

スキー場リフトのほうなんですけれども、確かに端末機あって、あれなんですけど

全然よく行ってた人も、シーズン券どうなるのって話で、昨日の話だったものですか

ら、まだ知らない人も、結構多いのかなというふうに思っています。 

   そこで、返金に応じる期間というのの定めとか、全額返金でよろしいのか、その辺

もう一度確認をしたいと思います。 

教育次長 伊 藤 一 男 君 

   期間は定めておりませんでしたので、また再度ですね、町民のほうに周知させてい

ただければと思っております。 

   金額についても、全額という形で考えておりまして、そのようなことで周知も今後

もしたいと考えております。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   他にありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

これにて、歳入一括の質疑を終わります。 

   これより、総括の質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて、総括の質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております、議案第１号は、討論を省略し、原案のとおり決定

することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

   ここで１１時１０分まで休憩します。 

（１０時５３分 休  憩） 

（１１時１０分 開  議） 

   休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 

   日程第６ 議案第２号「平成３１年度幌延町国民健康保険特別会計補正予算」の件

を議題とします。 
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議案第２号について、提案理由の説明を求めます。 

住民生活課長 早 坂   敦 君 

   議案第２号「平成３１年度幌延町国民健康保険特別会計補正予算 第２号」につい

て提案理由を申し上げます。 

   この度の補正予算の主な要因は、歳入では、国民健康保険税の精査による増や特別

調整交付金に関連する道支出金の増、現行予算で一部留保していた平成３０年度から

の繰越金の計上による増で、歳出では、健康管理システム改修による委託料の増、国

民健康保険診療所特別会計に対する繰出金の増、前年度交付金の確定に伴う返還金の

増などによるものであります。 

   １ページをお開きください。 

   第１条第１項、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ既定の予算総額に１,３

３６万６千円を追加し、歳入歳出の予算総額をそれぞれ３億２,９８４万９千円にし

ようとするものであります。 

   第２項の歳入歳出予算の補正の款項の区分ごとの補正額は、事項別明細書により概

要をご説明いたします。 

   まず、歳出ですが、８ページをお開きください。 

   ６款１項１目特定健康診査等事業費では、特定健康診査の実績精査により１万２千

円の減、健康管理システムの経年表出力対応改修費用として５６万９千円の増です。 

   ７款１項１目償還金では、平成３０年度特定健康診査負担金の確定に伴い返還金が

生じたため、４万２千円の増です。 

   同じく２項１目国民健康保険診療所特別会計繰出金では、診療所の国保直診分交付

金相当額の精査により、１,２０９万９千円の増です。 

   ９款１項１目予備費では、払出し精査による財源調整のため、６６万８千円の増と

なっております。 

   次に歳入ですが、６ページをお開きください。 

   １款１項１目一般被保険者国民健康保険税は、１月末までの賦課実績に基づき精査

した結果、医療給付費現年課税分として４４万５千円の増、後期高齢者支援金現年課

税分として１９万円の増、介護納付金現年課税分として１８万５千円の増となり、総

額で８２万円の増となっております。 

   ２款１項１目保険給付費等交付金の特別調整交付金分では、歳出７款２項１目国民

健康保険診療所特別会計繰出金で計上した繰出金の財源として、歳出と同額になる１,

２０９万９千円の増、特定健康診査等負担金では、特定健康診査の実績精査により３

０万８千円の減となっております。 

   ５款１項１目繰越金では、現行予算において計上を一部留保していた繰越金額の全

額を計上し、７５万５千円の増となっております。 

   以上、議案第２号の提案理由といたします。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   これより、質疑を行います。 

   質疑の方法は、歳入歳出を一括して行いたいと思います。 

   これに、ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   これより、歳入歳出一括の質疑を行います。 

(「ありません」の声あり) 

   これにて、質疑を終わります。 

   お諮りします。 

ただいま、議題となっております、議案第２号は、討論を省略して、原案のとおり

決定することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

   異議なしと認めます。 

   よって本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   日程第７ 議案第３号「平成３１年度幌延町国民健康保険診療所特別会計補正予

算」の件を議題とします。 

議案第３号について、提案理由の説明を求めます。 

国民健康保険診療所事務長事務取扱 岩 川 実 樹 君 

   議案第３号「平成３１年度幌延町国民健康保険診療所特別会計補正予算 第３号」

についての提案理由を申し上げます。 

   この度の補正の主な要因は、平成３１年度の終期を迎え、業務の見込量と収支の見

込額の精査、及び医療機器の入替え等に伴う費用を調整するものであります。 

   １ページをお開きください。 

   第１条第１項、歳入歳出予算の補正ですが、歳入歳出それぞれに１６４万９千円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億２,５０８万円にしようとするものであ

ります。 

   また、第２項の歳入歳出予算の款項の区分ごとの補正額は、事項別明細書によりそ

の概要をご説明いたします。８ページをお開きください。 

   まず歳出ですが、１款１項１目診療所費のうち、診療所業務費は入院及び外来診察

の業務量が減ると見込まれることから、医療材料費で７３万２千円の減額です。 

   また、医療機械器具費で２３８万１千円の増額補正です。これは年間１００件以上

行っている内視鏡検査に用いるカメラの洗浄機の更新で、経年劣化や部品の製造中止

で故障時に対応することができなくなり、それにより検査が実施できなくなる事態を

避けるために入替えを行うものです。 

   次に歳入ですが、６ページをお開きください。 

   １款１項１目診療所使用料では、１節入院料で２５６万８千円の減額です。これは

入院患者数の見込みを１日当たり７.０人から６.７人に、診療単価を１日当たり１万

１,３４５円から１万８１９円に、それぞれ下方修正したことによるものです。 

   ３節外来診察料は１４８万５千円の減額で、これは外来患者数の見込みを１日当た

り６３.６人から６１.６人に、診療単価を１日当たり４,３５７円から４,３９９円に

修正したことによるものです。 

   ５節保健衛生活動収入は４８万５千円の減額で、これは任意予防接種に係る人数の
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精査によるものです。 

   ６節その他使用料は、医療用材料売払料８９万５千円の増額です。これは入院患者

様が自分で用意しなければならない紙オムツや体温計、歯ブラシ等について、近隣の

お店での購入や交通手段の確保が難しい患者様に対して、診療所で用意している物を

売払いしているもので、特にオムツ代の売払収入が増えたものです。 

   ３款２項１目国民健康保険特別会計繰入金は、国保特別調整交付金の一つであるへ

き地直診特別交付金の算定方法の修正により、１,２０９万９千円の増額です。 

   ５款１項１目診療受託料は、１０５万９千円の減額で、これは定期予防接種等に係

る人数の精査によるものです。 

３款１項１目一般会計繰入金は、この度の補正の財源を調整した結果５７４万８千

円を減額しております。 

   以上、議案第３号の提案理由といたします。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   これより、質疑を行います。 

質疑の方法は、歳入歳出を一括して行いたいと思います。 

   これに、ご異議ありませんか。 

 (「異議なし」の声あり) 

   異議なしと認めます。 

   これより、歳入歳出一括の質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

   これにて、質疑を終わります。 

   お諮りします。 

ただいま、議題となっております、議案第３号は、討論を省略し、原案のとおり決

定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   日程第８ 議案第４号「平成３１年度幌延町後期高齢者医療特別会計補正予算」の

件を議題とします。 

   議案第４号について、提案理由の説明を求めます。 

住民生活課長 早 坂   敦 君 

   議案第４号「平成３１年度幌延町後期高齢者医療特別会計補正予算 第１号」につ

いて提案理由を申し上げます。 

この度の補正は、年度末決算の見込みによる予算額の精査によるものであります。 

１ページをお開きください。 

   第１条第１項歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ既定の予算総額から２４６

万９千円を減額し、歳入歳出の予算総額をそれぞれ５,００２万４千円にしようとす

るものであります。 

   第２項の歳入歳出予算の補正の款項の区分ごとの補正額は、事項別明細書により概
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要をご説明いたします。 

まず歳出ですが、８ページをお開きください。 

   ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料等負担金で前年度繰越金分

の保険料２万６千円の増額と保険基盤安定負担金の額の確定５３万５千円の減額によ

り、差引き５０万９千円の減額、療養給付費負担金は、平成３０年度の療養給付費精

算額の確定及び今年度の当該負担金の額の確定により１９６万円の減額で、合計２４

６万９千円を減額しております。 

   次に歳入ですが、６ページをお開きください。 

   ２款１項一般会計繰入金は、歳出の２款１項１目でご説明しましたとおり、広域連

合納付金の確定に伴い、見合いの繰入金を精査するもので、事務費繰入金では１千円

の増、保険基盤安定繰入金では５３万５千円の減、療養給付費繰入金では１９６万円

を減額しております。 

   ３款１項１目繰越金は、前年度末に納付となり、未整理となっていた保険料分とし

て２万５千円を増額しております。 

   以上、議案第４号の提案理由といたします。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   これより、質疑を行います。 

   質疑の方法は、歳入歳出を一括して行いたいと思います。 

   これに、ご異議ありませんか。 

 (「異議なし」の声あり) 

   異議なしと認めます。 

   これより、歳入歳出一括の質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて、質疑を終わります。 

   お諮りします。 

ただいま、議題となっております、議案第４号は、討論を省略し、原案のとおり決

定することに、ご異議ありませんか。 

 (「異議なし」の声あり) 

   異議なしと認めます。 

   よって本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   日程第９ 議案第５号「平成３１年度幌延町介護保険特別会計補正予算」の件を議

題とします。 

議案第５号について、提案理由の説明を求めます。 

保健福祉課長 村 上 貴 紀 君 

   議案第５号「平成３１年度幌延町介護保険特別会計補正予算 第３号」について提

案理由を申し上げます。 

このたびの補正の要因は、年度末を迎えるに当たり、決算見込みによる精査した結

果に基づく補正であります。 

１ページをお開きください。 
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第１条、第１項歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、既定の予算総額から２,

０５４万９千円を減額し、歳入歳出それぞれの総額を２億４,２４１万６千円にしよ

うとするもので、補正の結果、事業勘定別の内訳は、保険事業勘定が２億３,３１８

万６千円に、介護サービス事業勘定は現行予算額通りの９２３万円となります。 

第２項の歳入歳出予算の補正の款項の区分ごとの補正額は、事項別明細書により、

その概要をご説明いたします。 

１０ページをお開きください。 

保険事業勘定の歳出ですが、１款１項１目の一般管理費は、介護保険事務処理シス

テム改修業務の契約締結による不用額として、委託料で２８万２千円の減額補正です。 

２款保険給付費につきましては、これまでの給付実績及び今後の執行見込みにより

精査し、全体で２,８３２万１千円の減額補正です。 

内容の主なものとしましては、１項１目居宅介護サービス給付費では、要介護者の

ヘルパー利用やデイサービスなどの利用件数の減少により９１５万５千円の減。 

２目施設介護サービス給付費では、これまでの施設入所者数の実績が当初の見込み

を下回り、今後の給付を見込んでも不用額が生じることが予測されることから１,１

３３万円の減。 

６目地域密着型介護サービス給付費では、認知症対応型グループホームの利用延べ

件数が当初見込みを下回ったため、４２１万５千円の減。 

次のページをお開きください。 

２項１目介護予防サービス給付費は、要支援者のショートステイの利用が当初見込

みを上回ったことにより２６万４千円の増。 

３項１目高額介護サービス費は、施設入所者数の減に伴い６０万６千円の減。 

次のページをお開きください。 

５項１目特定入所者介護サービス費につきましても、施設入所者数の減に伴い３２

８万６千円の減。 

次のページをお開きください。 

６款予備費は、歳入歳出の財源調整により８２０万９千円の増額補正です。 

続いて歳入ですが、６ページをお開きください。 

１款介護保険料につきましては、これまでの賦課収納実績などにより精査し、全体

で２５２万１千円の減額補正です。 

２款国庫支出金から次のページの６款繰入金までは、歳出の保険給付費などの補正

に基づき、それぞれに定められた負担率などにより、減額、増額の補正を行っており

ます。 

７款の繰越金は、前年度からの繰越金のうち、今後必要となる財源として留保して

おりました、３７５万１千円全額を予算計上しております。 

以上、議案第５号の提案理由といたします。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   これより、質疑を行います。 

   質疑の方法は、歳入歳出を一括して行いたいと思います。 

   これに、ご異議ありませんか。 
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(「異議なし」の声あり) 

   異議なしと認めます。 

   これより、歳入歳出一括の質疑を行います。 

７  番 西 澤 裕 之 君 

介護サービス事業なんですけれども、居宅介護サービス、それと施設介護サービス

共に減少しているということで、この辺の、来年度また計画づくり策定に入ると思う

んですけれども、この辺、居宅サービスも減る、施設サービスも減っているという点

については、どのような分析というか、見解を持っているのかお聞きします。 

保健福祉課長 村 上 貴 紀 君 

居宅サービス、施設サービスともに減額になっているというところでの分析ですけ

ども、今現在、来年度計画の見直し年に当たっての分析中ではございますけども、今

年度の減の要因としましては、まず、施設サービスにつきましては、やはりこざくら

荘の職員の確保が困難というところでの、定員を少なくして受入れしているというと

ころで、町内の方が、利用者お亡くなりになられても、その追加として町内の方が入

ってないだとか、待機者もいないという状況の中での話ではありますけれども、施設

利用の減としましては、そこが要因かなというふうには考えております。 

また、居宅サービスの利用につきましては、過去の実績を踏まえて、当初予算等々

を組ませていただいたりはしておりましたけども、予防事業等が功を奏してかってい

うところの分析とまではまだ行っておりませんが、ショートステイ、短期入所ですね、

短期入所及びデイサービス、ヘルパーともに利用が減っているという現状であります

ので、このサービス利用につきましては、それぞれの年度ごとで増減っていうのはつ

きものっていうふうに思っておりますので、これから来年度に向けてさらなる分析を

していきたいなというふうに思ってます。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

ほかにありませんか。 

(「ありません」の声あり) 

   これにて、質疑を終わります。 

   お諮りします。 

   ただいま議題となっております議案第５号は、討論を省略し、原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

   異議なしと認めます。 

   よって本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   日程第１０ 議案第６号「平成３１年度幌延町簡易水道事業特別会計補正予算」の

件を議題とします。 

   議案第６号について、提案理由の説明を求めます。 

建設管理課長 島 田 幸 司 君 

   議案第６号「平成３１年度幌延町簡易水道事業特別会計補正予算 第２号」につい

て提案理由を申し上げます。 
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   このたびの補正予算の主な要因につきましては、歳出における事業執行精査並びに

水道使用料について、当初予算を上回る収入が見込まれることによる増額であります。 

   １ページをお開き願います。 

   第１条、第１項の歳入歳出予算の補正でありますが、既定の歳入歳出予算の総額に、

歳入歳出それぞれ２５８万７千円を増額し、歳入歳出総額を５６０８万４千円にする

ものであります。 

   第２項の第１表、歳入歳出予算補正につきましては、４ページ以降の歳入歳出補正

予算事項別明細書の説明により代えさせていただきます。 

   以下、歳出歳入の順にご説明いたします。１６ページ、１７ページをお開き願いま

す。 

   １款１項１目水道管理費の人件費９７万円の増額につきましては、起債対象事業費

の減額により、事業費支弁分の人件費を増額するものであります。 

   ３目受託事業費につきましては、事業執行により不用額が見込まれることから、消

耗品２万５千円、通信運搬費６千円、材料費６万１千円をそれぞれ減額するものであ

ります。 

   ４目積立金の建設改良基金１７０万９千円の増額につきましては、現行の収支見込

みにおいて、財源に一部余裕があることから、これを積み立てるものであります。 

   次に歳入でありますが、１４、１５ページにお戻り願います。 

   ２款１項１目水道使用料は、当初予算を上回る収入が見込まれることから２１０万

円を増額するものであります。 

   ２項１目水道手数料につきましては、給水装置設置工事件数の確定により５万７千

円を増額するものであります。 

   ６款１項１目簡易水道費受託事業収入につきましては、受託事業の確定により、４

３万円を増額するものであります。 

   以上、議案第６号の提案理由といたします。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   これより、質疑を行います。 

   質疑の方法は、歳入歳出を一括して行いたいと思います。 

   これに、ご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

   異議なしと認めます。 

   これより、歳入歳出一括の質疑を行います。 

７  番 西 澤 裕 之 君 

歳入のほうの水道使用料なんですけれども、２１０万円の増額ということで、これ

は送電網の宿舎及び事務所の部分が大きいというふうな捉え方でよろしいでしょうか。 

建設管理課長 島 田 幸 司 君 

西澤議員の説明のとおりでして、簡易水道事業特別会計につきましても、対前年度

の実績をもとに、当初予算のほうで使用料の収入を見込んでおります。それ掛ける人

口減というような形で算出しておりますけれども、夏の間ですね、送電網の関係で、

関係者の方々が幌延のほうに来られて、それについては見込めないもんですから、そ
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れにかかる部分での増額ということです。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

ほかにありませんか 

(「ありません」の声あり) 

   これにて、質疑を終わります。 

   お諮りします。 

   ただいま議題となっております議案第６号は、討論を省略し、原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

   異議なしと認めます。 

   よって本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   日程第１１ 議案第７号「平成３１年度幌延町下水道事業特別会計補正予算」の件

を議題とします。 

   議案第７号について、提案理由の説明を求めます。 

建設管理課長 島 田 幸 司 君 

   議案第７号「平成３１年度幌延町下水道事業特別会計補正予算 第３号」について

提案理由を申し上げます。 

このたびの補正予算の主な理由は、事業の執行精査による減額であります。 

１ページをお開き願います。 

第１条、第１項の歳入歳出予算の補正でありますが、既定の歳入歳出予算の総額か

ら、歳入歳出それぞれ２,２１２万３千円を減額し、歳入歳出の総額を２億２１４万

３千円にするものであります。 

第２項の第１表歳入歳出予算補正につきましては、６ページ以降の歳入歳出補正予

算事項別明細書の説明により代えさせていただきます。 

第２条の第２表地方債補正でありますが、４ページ、５ページをお開き願います。 

個別排水処理施設設置工事並びに下水道管理センター長寿命化設備等更新工事など

の起債対象事業費が減額になりましたので、下水道事業債の個別排水処理施設整備事

業の限度額７５０万円を６００万円に、下水道施設改修事業の限度額１,９２０万円

を１,０６０万円にそれぞれ減額するものであります。 

以下、歳出、歳入の順にご説明いたします。１８、１９ページをお開き願います。 

１款１項１目一般管理費の人件費３３万円の増額につきましては、起債対象事業費

の減額により、事業支弁分の人件費を増額するものであります。 

２目施設管理費の委託料は、事業の執行により不用額が見込まれることから、下水

道ストックマネジメント計画策定業務２０２万４千円、特定環境保全公共下水道事業

計画変更業務７４万８千円をそれぞれ減額するものであります。 

３目施設整備費の汚水桝設置工事につきましては、事業執行により不用額が見込ま

れることから、３４万２千円を減額するものであります。 

下水道施設改修事業については、事業の執行により不用額が見込まれることから、

事業費支弁分の一般職給料２１万円、扶養手当１２万円、住居手当８万円、共済組合
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負担金６８万円、下水道管理センター長寿命化詳細設計業務５３万９千円、実勢価格

調査業務８万１千円、下水道管理センター長寿命化設備等更新工事１,３９７万円を

それぞれ減額するものであります。 

４目個別排水処理施設管理費の普及奨励補助金につきましては、年度内の執行が見

込まれないことから５０万円を減額するものであります。 

５目個別排水施設整備費につきましては、事業の執行により不用額が見込まれるこ

とから事業費支弁分の退職給料４２万円、設計測量調査１２０万５千円、個別排水処

理施設設置１３４万５千円をそれぞれ減額するものであります。 

次に歳入でありますが、１６、１７ページにお戻り願います。 

１款１項１目下水道分担金の３万円及び２目個別排水分担金の４万円は、受益者分

担金の確定によりそれぞれ増額するものであります。 

２款１項１目下水道使用料は、当初予算を上回る収入が見込まれることから、１２

８万９千円を増額するものであります。 

２項１目下水道手数料の５千円及び２目個別排水手数料の１千円は、検査手数料の

確定により、それぞれ増額するものであります。 

３款１項１目下水道国庫補助金は、社会資本整備総合交付金の確定により３８９万

２千円を増額するものであります。 

４款１項１目一般会計繰入金につきましては、歳入歳出の精査により１,７２８万

円の減額となっております。 

６款１項１目下水道事業債の個別排水処理施設整備事業並びに下水道施設改修事業

の減額につきましては、第２表地方債補正で説明いたしましたので、省略させていた

だきます。 

以上、議案第７号の提案理由といたします。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   これより、質疑を行います。 

   質疑の方法は、歳入歳出一括して行いたいと思います。 

   これに、ご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

   異議なしと認めます。 

   これより、歳入歳出一括の質疑を行います。 

３  番 植 村   敦 君 

１９ページのセンターの長寿命化の設備更新等で、大きな数字が減額となっており

ます。減額は結構なんですけども、当初との計画とこれだけ違ったということの要因

は何でしょうか。 

建設管理課長 島 田 幸 司 君 

こちらにつきましては、基本的に国の社会資本整備総合交付金の充当事業として、

工事のほうは進めております。 

実際に国の交付金を受ける事業ですので、前年度に実勢価格調査というものを行っ

ておりまして、実際に翌年度更新する工事、機械は、その前年度でどれぐらいで設置

されているのかっていう価格の調査も行っての設計を起こし、工事を発注しているん
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ですけれども、議員ご指摘のとおり、これだけの入札残ということが出てきていると

いうことですんで、担当としても一応、国からも示されている市場の価格調査をして、

工事発注をしなさいというふうになっているもんですから、その調査をしてですので、

何ともここは言いがたい部分はあるんですけど、よろしくお願いします。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

ほかにありませんか。 

(「ありません」の声あり) 

   これにて、質疑を終わります。 

   お諮りします。 

   ただいま議題となっております議案第７号は、討論を省略し、原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

   異議なしと認めます。 

   よって本案は、原案のとおり可決されました。 

   ここで１３時まで休憩いたします。 

(１１時４５分 休  憩) 

(１３時００分 開  議) 

   休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 

   日程第１２ 「令和２年度 町政執行方針」並びに「令和２年度 教育行政執行方

針」を行います。 

   町長、教育長から、順次、執行方針の説明を求めます。 

町  長 野々村   仁 君 

令和２年第２回幌延町議会定例会の開会にあたり、令和２年度の町政執行方針を申

し上げます。 

   昨年１２月、私は、日本原子力研究開発機構から申入れのあった「令和２年度以降

の幌延深地層研究計画案」の受入れを表明しました。 

   我が国では、エネルギーの安定供給や地球温暖化抑制に寄与する原子力発電の運転

に伴って生じた使用済燃料を再処理し、その過程から生じる特定放射性廃棄物を地層

処分することが法律で定められており、この方法は最適であるとの認識が国際的に共

有されています。 

   幌延町における深地層の研究は、地層処分に係る技術の確立とその信頼性向上、国

民の理解促進のために必要かつ重要な研究であると考えており、これまで、議員をは

じめ町民の皆様の深いご理解により、研究の推進に誇りをもって協力してきました。

そして、今般、機構から申入れのあった「令和２年度以降の幌延深地層研究計画案」

につきましても、町民皆様からの研究に対する変わらぬご理解の声や、議会をはじめ

商工業及び農業団体からの計画推進要請等を踏まえまして、三者協定を前提に受入れ、

協力していく判断をさせていただきました。ここに、心から感謝を申し上げます。今

後も研究の必要性と重要性に鑑み、官民一体となって深地層の研究推進に協力してい

きたいと考えています。 
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   なお、原子力機構には国民の期待を重く受け止めるとともに、道内には心配に思っ

ている人もいるということを真摯に受け止めて、より信頼性の高い研究開発成果が出

せるよう研究を進めていただきたいと思います。 

   一方で、町をあげて地域振興策の一つとして取り組んでいるこの研究には、処分事

業の進展に伴い、いずれ終わりが訪れるということを私たちは心に留めておかなけれ

ばなりません。町としては、これまで研究施設の立地によってもたらされた多大な恩

恵を、将来を見据えた「まちづくり・人づくり・しごとづくり」に投入していくこと

が重要であると考えますし、民間におかれましても持続可能な基盤づくりや投資を進

め、将来に備えていただきたいと願っています。 

   次に、「まちづくりの基本姿勢」について申し上げます。 

   私は、「人づくり」、「しごとづくり」、「暮らし良いまちづくり」の３つを柱に、

まちの魅力づくりを進めていきます。 

   人々が「ほろのべ」で暮らし続けたい、移り住んでみたいと思うには、「まちの魅

力」が重要だと考えています。 

   それは、自然の豊かさであり、生活環境の快適性や利便性・多様性でありましょう。

また、保健・福祉・医療・防災等がもたらす暮らしの安心感、子育てや教育環境の豊

かさなど行政サービスの量や質でもあるでしょう。さらには地域での付き合いや助け

合い、新たに住民となった人を温かく受け入れる私たち町民の心・気持ちでもあるの

ではないでしょうか。 

   また、人々が生活をし続けるには「しごと・働く場」が必要であり、その多様性や

稼ぐ力も生きがいや充実感・満足感をもたらす「まちの魅力」の一つだと考えます。

そして、しごとは「人」によって作り出され、続けられていき、そこから得た稼ぎは

地域で消費され、「まちづくり」や「しごとづくり」、「人づくり」へと循環してい

きます。このように、「人・しごと・まち」は互いに結びつき相乗することで、まち

全体に活力をもたらし「まちの魅力」を高めていくものと考えます。 

   私は、住民の皆様がいつまでもこのまちに、この地域に暮らしていたいと思えるよ

う、「まちの魅力」を高めるために、皆様との対話を重ねながら中長期的な視点に立

って、みんなの力で「人」、「しごと」、「まち」づくりを進めていく所存です。 

   次に、予算編成について申し上げます。 

   令和２年度の予算は、公共施設の補修や長寿命化対策など今後の中長期的な歳出見

込みを踏まえ、町財政の健全性を考慮しつつ、「人」、「しごと」、「まち」づくり

を推進するべく編成を行いました。 

   とりわけ、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」事業については、人口減少対策を

推進するため、また、今後は集落機能維持に向けた総合的な対策が必要と考え、財源

の重点配分を行い、事業費で凡そ２億１千万円の予算を計上しています。 

   継続事業は事業の点検と見直しを行い、消費的経費は極力抑制しました。 

   また、投資的経費は事業を絞込み、産業の振興とくらしの安全安心、子育て・教育

環境の充実に重きをおくとともに、社会資本の長寿命化にも配慮し予算編成を行いま

した。 

   なお、令和２年度に実施を計画している事業のうち、事業計画等の策定に時間を要
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するものについては、今後の補正予算により対応したいと考えています。 

以上の結果、令和２年度の当初予算は、一般会計５０億６,３００万円。特別会計   

１２億３,８０２万８千円。合計で６３億１０２万８千円となりました。 

   次に、私が２期目の公約に掲げた６つの基本目標に沿って、今年度の主な施策を申

し上げます。 

   はじめに、「町民と行政との協働のまちづくり」について申し上げます。 

   まちづくりは、町民の地域に対する想いに始まり、それを形にしようとする行動力

と、それを支える行政職員の熱意・専門能力により成り立っていく協働作業であり、

町民と行政が対話と情報共有を重ね、理解し合いながら、自助・共助・公助による役

割分担と連携によって進めていくことが大切です。 

   多様化する行政ニーズを把握し町政に反映させていくため、町政懇談会や各種会合

等の場において広くご意見をお伺いし、広報誌や町ホームページ等により、わかりや

すい情報の提供に努めます。 

「協働のまちづくり活動支援事業」により町民主体の新たな取組や活動を支援し、

協働のまちづくりを促進します。 

   町民が生まれ育った地域や集落で暮らし続けることができるよう、集落生活圏の機

能維持対策のためのモデル事業を問寒別地域を核に進めます。今年度は「地域コミュ

ニティ形成事業」、「集落支援活動運営事業」、「地域公共交通車両整備事業」とし

て、地域おこし協力隊や集落支援員制度を活用し、また地域団体や道立総合研究機構

などとも連携しながら、日常生活や生活交通、交流など地域集落が抱える課題の把握

と地域の未来像を検討するとともに、昨年の事業において明らかになった喫緊の課題

に対するサービス提供を試行します。併せて地域住民自らによる主体的な地域の将来

プラン策定と、地域の課題解決に向けた多機能型の取組を持続的に行うための地域運

営組織や拠点形成について検討していきます。 

   また、行政運営の計画的かつ総合的な基本指針である第６次幌延町総合計画と、幌

延町人口ビジョンに基づく第２期総合戦略の策定を進めます。 

   次に、「夢と活力あるまちづくり」について申し上げます。 

   北海道の農業・農村は、日本の食料生産基地として安全で良質な食料の安定供給と

食料自給率の向上などの役割を担い、美しい景観や国土と環境の保全など多面的な機

能の発揮が期待されています。 

   幌延町も酪農王国北海道の一員としてその一端を担っていますが、本町の酪農畜産

を取り巻く情勢は、国際貿易交渉により国産乳製品に対する受給動向に不透明さが増

したことに加え、農村を支える担い手の減少や耕作放棄地発生の懸念、労働力不足を

背景とした生産性低迷への対応など、様々な課題に直面しています。 

   こうした中、将来を見据えた酪農畜産の持続的な発展と競争力の強化を図るために

は、広大な土地資源を活かした飼料増産により飼料自給率を高め、飼料生産基盤に立

脚した経営の再確立と環境保全型・地域循環型生産構造の再構築に向けて、草地畜産

基盤の総合的な整備を進めていくことが重要だと考えます。 

   上幌延開進地区と問寒別地区において「道営畑地帯総合整備事業」を実施し、農業

用水道施設の改修と統廃合を進めていきます。また、配水管からの引込み施設である
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給水管の整備に向けて、上幌延開進地区では配水管布設工事を、問寒別地区では測量

設計を実施します。 

   「農業用水道施設改修事業」として、音類地区の漏水探査用量水器の更新と楓橋架

替えに伴う水道管移設工事を実施します。 

   農業用排水路及び農地機能の回復等を図る「幌延地区国営総合農地防災事業」につ

いては、事業が円滑に実施されるよう協力していきます。また、農地防災事業の対象

外となった基幹的排水路については、「農業用排水路改修事業」により土砂除去を行

い、支線や付帯排水路内の滞水状況を解消して、農地機能の保全と農作業の効率化を

図ります。今年度は幌延地区の第３号明渠排水路と追分幹線明渠排水路での実施を予

定しています。 

   耕作放棄地の発生防止と農業の持つ多面的機能を維持し増進させるために「中山間

地域等直接支払事業」及び「多面的機能支払事業」を推進します。 

   町営牧場については、農家からの預託頭数が減少傾向にありますが、農家の省力化、

低コスト化と本町の酪農を支える牛づくりのために重要な施設ですので、適切な飼育

管理に努めつつ、今後のあり方について検討していきます。 

   乳牛検定組合や生乳成分検査事業への補助により乳質の改善を促し、良質な生乳生

産地化を図ります。 

   「生乳生産拡大事業」を改正して継続し、農家への初妊牛購入補助によって経産牛

飼養頭数の増加を進め、地域農業生産力の維持・向上を図ります。 

   「酪農・肉用牛増産近代化施設整備支援事業」を継続し、生産施設及び機械設備の

整備に対する補助を行い、施設の規模拡大による生産基盤の強化と近代化施設の整備

による労働負担の軽減を図ります。 

   また、地域全体で生乳生産量を増やす事とともに、家族経営が難しくなりつつある

経営体への対応や地域農業の担い手の確保・育成といった課題解決策の一つとして、

農業法人の設立等について農協とも検討を進めていきます。 

   「新規就農者支援事業」及び「農業次世代人材投資事業」を実施し、町内で新たに

就農した農業経営者の自立と経営安定を図ります。 

   家畜ふん尿をバイオガスプラントで活用しメタン発酵消化液による環境保全型の酪

農業を推進するため、幌延町バイオマス産業都市構想に基づきバイオガスプラントモ

デルやシステムの構築を進めます。今年度は個別型モデルプラントの設置に向けた検

討を行います。 

   農協が実施する酪農ヘルパー事業やコントラクター事業について補助を継続し、労

働負担の軽減と生産コストの削減などを進め、経営体質の強化とゆとりある農業経営

を推進します。 

   「家畜伝染病救済対策事業」を実施し、牛サルモネラ症等の家畜伝染病発生農場に

対し生産者が相互で行う扶助を支援し、被災農家の経済的損失緩和を図ります。 

   森林の有する地球温暖化防止や災害の未然防止・国土保全、水源涵養、保健・保養

などの様々な公益的機能は、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林整備等

を進めていくことは国土や国民の命を守ることにつながります。町では「町有林整備

事業」を継続するとともに、森林環境譲与税基金を基に「森林整備促進事業」を実施
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し、地域林政アドバイザー制度活用を図りながら民有林の整備等を推進します。 

   商工業は、人口減による売上の減少に加え、ネット通販の増加や消費・投資の町外

流出などにより厳しい経営環境が続いており、また、事業継承者や技術者、従業員の

確保が大きな課題となっています。 

   商工会など関係機関と連携し、商工業者の経営力向上や事業継続、従業員の確保・

育成に係る取組等を支援するとともに、プレミアム商品券の発行を支援し町内消費の

拡大を図ります。 

   「協働のまちづくり活動支援事業」や「まちづくり事業」により、商工業者が行う

新たな取組や起業を後押しするとともに、「商工業等振興促進事業」を継続し、店舗、

事務所、社宅等の新築や改修等を補助して商工業者の経営持続や開業等を誘導します。

また、「商工業経営力向上促進事業」により設備投資に対する補助を行って商工業者

の経営基盤の安定強化を図ります。 

   「商工業人材育成支援事業」及び「雇用促進事業」により、従業員の研修や資格取

得、正規雇用者の増員に対し補助し、継承者や従業員の育成と人材確保を支援します。 

   観光について、町では、幌延町が宗谷地域を訪れる観光客の交流点となり、地域の

資源を活かした体験型観光サービスの提供等により、観光振興を通じてまちが潤い、

元気になることなどを基本理念とする幌延町地域振興観光計画を策定し、アクション

プランにより具体的な取組を進めることとしています。 

   今年度は、「食ブランド創出・まちの拠点計画調査事業」を行い、幌延らしい食の

メニューや特産品開発の検討と、まちの拠点に関する調査検討を進めます。また、５

０回目の節目を迎える名林公園まつりやスノーカイト大会への開催支援を継続します。 

   「協働のまちづくり活動支援事業」などにより「ほろのべ」の資源を活用した地場

産品づくりや特産品・お土産品開発への取組を支援するとともに、商工会、町内飲食

店と連携を図りながら町産食材の新たな活用の可能性を追求します。 

   「ふるさと応援推進事業」は、地場産品づくりによる返礼品の充実を図りながら、

ふるさと納税の増収に努め、寄附者の期待に応えられるよう寄附金を適切に活用して

いきます。今年度は、返礼品に幌延産黒毛和牛肉を追加できるよう、生産者や関係機

関と調整を図るとともに、酒造メーカーや北大天塩研究林と連携して、幌延町産ミズ

ナラ樽により風味付けしたワイン、日本酒、焼酎などの試験製造やワイン用ぶどうの

試験栽培に取り組みます。 

   深地層の研究については、原子力機構が令和２年度以降の幌延深地層研究計画を決

定したので、これまでの経緯や「三者協定」、「深地層の研究の推進に関する条例」

を十分に踏まえて対応します。また、その他の調査・研究についても、協定や条例の

趣旨を踏まえ誘致又は受入れを図っていきます。 

   幌延地圏環境研究所では、今年度中に第３期長期研究計画の策定を予定しています

ので、プロジェクト研究等において、町のニーズが反映されるよう取り組みます。 

   道北地域における有用な資源である風力エネルギーを活用するための送電網整備実

証事業が民間事業者により進められており、送電線整備工事着工とともに工事関係者

の拠点が幌延町に設けられていますので、事業の推進に協力していきます。 

   次に、「心豊かな人と文化をはぐくむまちづくり」について申し上げます。 
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人を支え、地域を支え、まちを興していくのは「人」であり、まちづくりの基本は

「人づくり」にあると考えます。 

   未来を担う子どもたち一人一人が、夢を持ち、その実現に挑戦しながら、自らの可

能性を最大限に伸ばしていくことができる質の高い教育を提供するため、教育環境の

整備を進めていきます。特に、高度情報化、グローバル化が急速に進展する中、ふる

さと幌延町に誇りを持ち、地域の産業を支える人材や、豊かな国際感覚を備え、グロ

ーバルに活躍でき、多様な他者と協働できる人材を育成していくことができるよう、

本町の特性を活かした教育の充実に努めていきます。 

   児童生徒や教職員のＩＣＴ活用能力の向上を図るため、文部科学省の「校内通信ネ

ットワーク整備事業」及び「児童生徒１人１台端末の整備事業」を活用しＩＣＴ機器

の環境整備を進めていきます。また、外国語指導助手や学習支援員を引き続き配置し、

幼・小・中の連携を図り、継続的に外国語教育を推進できるよう、指導内容の充実を

図っていきます。さらに、特別支援教育では、共生社会の形成に向けて、障がいのあ

る子どもと障がいのない子どもが共に学ぶインクルーシブ教育の充実を図っていきま

す。 

   社会教育の分野では、各々が生涯をとおして豊かに学び、生きがいを実感できるよ

う、幼児から成年、高齢者まで、それぞれの年代に応じた学びの機会と環境づくりに

努めていきます。 

   老朽化に伴う教育施設の改修を計画的に実施していきます。今年度は、地盤沈下が

著しい総合スポーツ公園野球場の沈下の進行有無を確認し、改修方法を検討する測量

調査を実施します。 

   私は、総合教育会議において協議し策定した「幌延町教育大綱」に沿って、未来の

幌延町を担う子どもたちの健やかな成長と、創造性豊かな生涯学習社会の実現に向け

て、幌延町教育委員会の教育行政執行方針を尊重しながら、学校教育及び社会教育を

推進していきます。 

   次に、「健やかに安心して暮らせるまちづくり」について申し上げます。 

   多くの人は住み慣れた地域や家で、健やかに安心して暮らしていたいと願っていま

すが、住民の福祉に対するニーズが増え多様化する反面、少子高齢化や核家族化、労

働力不足などにより、高齢者や障がい者、子どもたちを家族や地域で支える力が弱ま

っています。こうした状況を踏まえ、福祉サービスを必要とする人を支えていくため

に、住民や官民の多様な主体が参画し協働する、地域での支え合い体制を整え、基盤

となるサービスや支援を行えるよう努めていきます。 

   また、今後の町を支えていく若い人たちが安定した生活と安心して子どもを産み育

てていけるよう、家庭、地域、行政の連携による子育て支援の環境づくりを進めます。 

   町では「自分の健康は自分で守る」という考え方を基に、町民の健康保持を後押し

するため、令和２年度から１１年度までの１０年間を計画期間とする「第２期幌延町

健康増進計画」に沿って保健事業を推進します。 

   疾病予防対策として、各種予防接種費用等の助成をはじめ、６５歳以上の町民を対

象とした帯状疱疹予防接種費用の助成及び禁煙外来治療費の一部助成を継続します。 

   母子保健事業では、妊産婦健康診査助成事業及び不妊・不育症治療費助成事業、新
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生児の聴覚検査に対する助成事業を継続します。また、母子の成長とともに生じる不

安感や疑問等に対し、保健師と栄養士が連携して健康相談に応じるとともに、子育て

支援センターとも協働しながら子育て支援を進めていきます。 

   町民の自主的な健康づくりを促進するため、運動習慣定着を目的とした運動教室や、

健康的な食習慣を推進するため若年層を対象とした料理教室を実施するほか、「いき

いきブルピーポイント事業」を推進します。 

   町民が安心して暮らしていけるよう、医療スタッフの確保と医療機器の整備を図り、

国保診療所における初期医療と２４時間救急医療体制確保に努めます。また、２次・

３次医療機関や保健・介護分野、消防との連携にも努めていきます。今年度は、内視

鏡装置や眼底カメラを更新し、電子カルテ化への対応を図っていきます。 

   低所得者の自立を図るため、関係機関と連携して生活困窮状態への支援や生活保護

世帯の生活安定と自立に向けた相談・支援に努めます。 

   高齢者世帯等に対し灯油価格高騰時の暖房用燃料購入費の一部助成を行う、「冬の

生活応援事業」を継続します。 

   独り暮らしの高齢者等が地域で自立した生活ができるよう、「高齢者生活支援事

業」により除雪や給食サービスを実施するとともに、町内の社会福祉法人等と連携し

てホームヘルプサービスや福祉有償運送サービスの提供を行います。また、集落機能

維持への取組を通じて高齢者等の日常生活や居場所づくり、生きがいづくりなどへの

サポートを試みます。 

   独り暮らしの高齢者世帯の安否確認や安全を２４時間確保するため、緊急通報シス

テムの設置や安心バトンの配置を引き続き行うとともに民生委員や民間事業者等と連

携を図りながら、地域で高齢者を見守る活動を推進していきます。 

   認知症等により判断能力が低下しても、安心して住み慣れたまちで暮らし続けてい

けるよう、社会福祉協議会に運営委託している成年後見支援センターと連携し、市民

後見人へのフォローアップと町民への普及啓発や相談対応、申立等の支援に努めてい

きます。 

   障がい者福祉については、『だれもが安心して暮らせる「自立と共生」のまちづく

り』を基本理念とし、すべての人々が違いを認め合い、個人として尊重され、共に支

え合い、暮らしを共感し合うことのできる地域社会を目指し、「第５期幌延町障がい

福祉計画」及び「第１期幌延町障がい児福祉計画」に基づき、支援やサービスの確保

に取り組んでいますが、現計画の期間は今年度で終了することから、障がい者基本計

画と併せ「第６期幌延町障がい福祉計画」及び「第２期幌延町障がい児福祉計画」を

策定します。 

   障がい者やその家族が安心して生活できるよう、自立支援制度の普及啓発と相談支

援体制を維持するとともに、在宅生活者の移動支援など、障がいの状態や家庭、住宅

などの状況に応じたサービスを提供していきます。また、町内の福祉施設や事業者等

と連携しながら、障がい者の就労の場づくりと就労支援を図ります。 

   幌延町・天塩町・遠別町の３町で共同設置している子ども発達支援センターが、適

正かつ安定的に管理運営されるよう他町及び運営委託事業所と連携を図ります。 

   障がい者等の経済的負担軽減を図るため、心身障がい者等が治療、検査、自立促進
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及び発達支援のために道内の専門医療機関等へ通院又は通所する場合の費用の一部助

成を継続します。 

   知的障がい者の暮らしの場、生活支援の場となる「幌延町立北星園」については、

指定管理者である社会福祉法人との協定に基づき、業務が適正かつ円滑に管理運営さ

れるよう努めます。今年度は、利用者の生活の安全確保と快適性向上のためグループ

ホームの新規整備を支援します 

   介護保険事業は、「第７期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画」に基づき運営

していますが、現計画の期間が今年度で終了することから、「第８期介護保険事業計

画・高齢者保健福祉計画」を策定します。 

   介護予防や重度化防止、そして要介護者等が居宅や施設で適切なサービスが受けら

れるよう、地域包括支援センターを中心に医療・保健福祉分野と連携し、また、地域

住民とも協働して包括的支援体制の構築に努めます。 

   介護予防・日常生活支援総合事業として訪問型サービスや通所型サービス等を実施

していますが、幌延福祉会「こざくら荘」と連携し実施している夕方デイサービスは、

利用対象者へのさらなる周知を図ります。また、介護予防のために高齢者の心身・生

活状況の把握や相談支援に努めるとともに、作業療法士等を活用して閉じこもり予防

のための「にこにこ教室」や運動・口腔機能の向上を図る「はつらつ教室」を継続し

ます。 

   包括的支援事業としては、認知症初期集中支援チームを中心に早期診断・早期対応

に向けた支援体制を構築していくとともに、支援を必要とする軽度・独居の高齢者を

支える多様なネットワーク作りのため、ケア会議等を活用しながら検討していきます。

また、今年度は「認知症総合支援事業」として住民に認知症を理解していただくため

の講演会「ＶＲ認知症体験会」を開催します。 

   介護保険の被保険者が介護サービスの提供を受けるにあたり、どの地域で、どの事

業所を選択しても、個人負担額に地域間格差が生じないよう、「介護保険給付外交通

費助成事業」を継続します。 

   施設介護の中心的施設である特別養護老人ホーム「こざくら荘」は、収支不均衡が

続いていますので、運営法人に経営努力を求めるとともに、運営費の一部と施設補修

経費に対し補助します。また、バイオマスボイラー等の整備に補助し施設の燃料費削

減を図ります。 

   不足する介護職人材の確保のため、外国人介護福祉人材育成支援協議会に加盟し、

介護福祉士資格の取得を目指す外国人留学生に対し奨学金の貸付を行います。 

   令和２年度から６年度までの５年間を計画期間とする「第２期幌延町子ども・子育

てプラン」に沿って、子育て支援施策を総合的かつ効果的に推進します。 

   次世代を担う児童の出産を奨励祝福するとともに、子育て家庭の育児支援強化と生

活安定を図るため、「出産祝金及び養育手当支給事業」を継続します。 

   認定こども園の運営体制を強化するとともに研修により職員の資質向上を図り、安

心安全な保育サービスの提供に努めます。また、英語教育、自然体験学習、リズム教

育など幼児教育の充実にも努めます。 

   子育て支援センターやファミリー・サポート・センターについても、利用者向け講
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習会や会員向け講習会等を実施し利用しやすい環境づくりに努め、育児支援を図って

いきます。 

   放課後児童クラブの安定的な運営のため、スタッフの確保に努めます。 

   次に、「自然に恵まれ安全で快適なまちづくり」について申し上げます。 

   幌延町は、緑が豊かで住宅や施設などが新しく、人も温かで、快適なまちとの評価

をいただくことがあり、私たちとしては誇りとするところです。 

   これまで先人たちが切り拓き、整備してきた大地と社会資本を守り、今後も、自然

と調和した安全で快適なまちづくりを進めていきます。 

   道路整備について、国道４０号幌富バイパス幌延インターの立体交差工事が進み、

接続する天塩防災道路では本体工事や新たな天塩大橋の工事が着々と進んでいます。

今年度も引き続き工事が継続されますので、早期完成に向けて国に要請します。 

   道道稚内幌延線の幌延郵便局前交差点から幌延小学校付近交差点までの道路整備は、

今年度から調査設計に入る計画ですが、車両や通学児童等の歩行者が安全に通行でき

るよう、事業の推進に向けて北海道へ引き続き要請します。 

   町道整備は、昨年度休止していた問寒中問寒線の道路改良を実施します。 

   橋梁は、ストック点検を２３橋実施し、長寿命化修繕計画に基づき楓橋の架替工事

と問寒橋の補修工事を実施します。また、新規補修として七号橋の補修工事と下平橋

の設計を実施します。 

   道路維持では、幌延９号線外のオーバーレイ舗装等を実施するとともに、幌延地区

除雪専用車の更新を行い、適切かつ計画的に維持管理を進めながら道路交通の安全確

保に努めます。なお、昨年度からの継続事業である問寒別地区除雪センター整備事業

は今年度で完了します。 

   鉄道は、宗谷本線の名寄～稚内間が「維持困難線区」となっており、持続的に維持

していくための仕組み作りが検討されています。 

   特に北海道と沿線自治体では、昨年度と今年度において利用促進に資する緊急的か

つ臨時的な支援を行うこととしており、また、沿線自治体等で構成する宗谷本線活性

化推進協議会で利用促進や経費節減等の事業計画を推進しています。町としても生活

利用をはじめ秘境駅に係る企画イベントなどの観光利用や、ふるさと応援推進事業、

移住情報ＰＲ支援センター運営事業など、施策を連携させながら鉄道や駅の利用促進

を図るとともに、極端に利用の少ない駅の存廃について検討していきます。 

   住民の生活交通対策については、バス事業への補助を継続し生活交通路線等の確保

を図るほか、公共交通不便地の利便性向上や日常生活支援に向けて取り組みます 

   公営住宅の機能維持を図るために長寿命化改修を計画的に進めることとし、今年度

は問寒別団地１・２号棟の屋根防水補修と外壁塗装塗替を実施します。 

   山村広場の木製遊具は老朽化により使用中止となっていることから、新たな大型遊

具を設置します。名林公園については樹木診断を継続するとともに調査結果から危険

と判断された樹木については、伐採など適切な処置を図ります。 

   簡易水道は、幌延簡易水道と問寒別簡易水道の統合を見据え、老朽化している施設

や機器の更新を計画的に進めて水道水の水質保全と安定供給に努めます。今年度は、

町道２条線から南２丁目線の配水管布設替えを行います。 
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   公共下水道は、下水道ストックマネジメント計画に基づき「下水道管理センターエ

アレーション装置」の更新を行い、適切な管理に努めていきます。なお、簡易水道及

び下水道事業については、今年度から地方公営企業法適用に向けた取組を進め、令和

５年度からの公営企業会計への移行を目指します。 

   家庭等から排出される一般廃棄物の処理については、分別と再資源化により一般ゴ

ミを減量化し、最終処分場の処理可能年限を延ばして、今後の費用負担の軽減を図っ

ていくことが重要です。そのため、ゴミの適正な分別と排出について西天北五町衛生

施設組合と連携して住民に協力を働きかけていきます。 

   気候変動対策への取組は、２０２０年以降の対策の国際的枠組みが定められた「パ

リ協定」が発効し、我が国も２０５０年までに８０％の温室効果ガスの排出削減とい

う長期的目標を掲げています。町としても再生可能エネルギーの導入や省エネ施策等

を推進し温室効果ガスの排出量削減に努め、地球環境保全に貢献していきます。今年

度は特別養護老人ホームこざくら荘が実施する「バイオマスボイラー整備事業」に対

し支援します。 

   町民の生命と財産を守るため、消防・救急体制の整備を進めます。 

   今年度は、幌延支署の「消防指令広報車」を更新します。なお、消防及び救急用の

車両や資機材については、機能維持が図られるよう計画的に更新していきます。 

   我が国の防災対策は、災害時の被害を最小化する「減災」の考え方が取り入れられ、

住民の自助や共助意識を高める防災教育や住民の避難に関することなど、平時におけ

る市町村の役割が増大しています。また、町としては洪水や土砂災害、地震、長時間

停電など、突発災害への対応力を備えることが重要課題です。このため、地域防災マ

ネージャー制度の活用による防災専門員の配置を検討します。そして地域防災計画の

最適化を図りながら、防災意識を高める取組や防災教育を推進するとともに自主防災

組織と連携して避難訓練等を進めていきます。また、冬期避難に対応する備蓄の増強

と情報伝達手段強化のための調査検討を行います。 

   次に、「まちへ新しい人の流れをつくる」について申し上げます。 

   まちおこしや地域の活性化には、良い意味で「若者、バカ者、よそ者」の力が必要

だと言われています。強力なエネルギーを持ち固定観念に捕らわれない「若者」、旧

来の価値観の枠組みからはみ出すことを恐れず既成概念を壊す「バカ者」、組織や地

域の外にいて従来の仕組みを客観的に捉え新しい見方を醸成する「よそ者」が、地域

の変革や創造的破壊に必要な存在だという論です。 

   幌延町の過去を振り返っても、そうでした。明治から昭和初期にかけての北海道開

拓や戦後の緊急開拓で本町に入植した開拓者がそうであり、その人たちの子孫が現存

の農業者や町民です。また、本町に転入して商売や事業を起こした方もおられます。

日本で初めて畜産としてトナカイ飼育を始めた恩田氏もその一人です。数々のイベン

トもその多くは若者たちの手によって創られ運営されてきました。 

   現状に甘んじていては、まちの成長は望めません。再び、新しい人々をまちへ呼び

込み、受け入れ、そして絆を深め協力し合って地域の活性化にチャレンジするときで

はないでしょうか。 

   観光やレジャーを目的にまちを訪れる人や、まちの取組に共感して訪れる人がいる
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ように、人を呼び入れるにはきっかけ作りや動機付けが重要です。 

   町では、５年前から秘境駅など鉄道系資産活用等による交流人口の増加に取り組ん

できましたが、リピーターを含め、その数は年々増しており、中には町の取組に惹か

れ共感した若者が本町へ移住し民泊を開業したケースもあります。 

   このように交流人口は、まちとの関わりが深まることでまちの応援者などの関係人

口へと変化し、さらには移住・定住へと発展する可能性を秘めたものであります。よ

って今後も、人口減を補うものの一つとしてその増加に向けて取組を進め、積極的に

情報発信していきます。 

   国では地域おこし協力隊や集落支援員等の制度により都市部から過疎地域等へ人を

移住・定住させる施策を推進しており、町も地域課題解決の担い手としてこれらの制

度を積極的に活用していきます。 

   移住情報ＰＲ支援センターを活用し、まちへの移住情報発信を進めるとともに、問

合せ等にも対応していきます。また、移住体験案内や町内でのしごと体験メニュー等

を整えるなどして移住への動機作りに努めます。さらに移住者には、移住促進住宅の

利用や地域住民とのコミュニティ等を通して定住へとつながるよう働きかけていきま

す。 

   遊休資産所有者や住民に対し「空き家・空き地バンク」への登録や活用を呼びかけ、

町内における宅地や空き家の需給マッチングを進めます。また、「民営賃貸住宅建設

促進助成事業」及び「定住促進持家住宅建設等奨励事業」を再検討して継続し、賃貸

住宅や持家住宅の取得整備を支援して定住・永住の促進を図ります。 

   「ポロヌプ」に開拓の鍬がおろされてから１２１年。鬱蒼とした密林に覆われた北

の大地を開拓した先人たちの労苦は筆舌に尽くし難く、前人未踏の地に踏み込む勇気

と旺盛な行動力を持った開拓者魂、そして、どんな労苦や困難にも挫けない不撓不屈

の精神によって幌延町の礎が築かれ、私たちは今日の繁栄を享受しています。 

   私たちは、北緯４５度の厳しい風雪に耐え幾多の苦難を乗り越えて今日の「ほろの

べ」を築いてこられた偉大な先人に学び、感謝するとともに、その意志を受け継ぐべ

き者たちとして、「開拓者魂」と「不撓不屈の精神」をもって様々な課題に立ち向か

い、「ほろのべ」の２世紀目を切り拓き、築いていかなければなりません。 

   皆さん、幌延町の未来創造に向かって、力を結集し歩みを進めようではありません

か。 

   ここに、町民ならびに議員の皆様の深甚なるご理解とご協力をお願い申し上げ、令

和２年度町政執行方針といたします。 

   ご清聴ありがとうございました。 

教 育 長 木 澤 瑞 浩 君 

  令和２年第２回幌延町議会定例会の開会にあたり、令和２年度の教育行政に関する

執行方針を申し上げます。 

時代は、平成から令和へと進み、グローバル化が一層進展し、人工知能のはじめと

する急速な技術革新により、情報化社会から新たな未来社会に向かっています。この

先の未来を担っていく子どもたちが、それぞれの夢を持ち、その実現に挑戦しながら、

自らの可能性を発揮し、よりよい社会の創り手となる力を身につけることが重要です。 
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幌延町教育委員会は、ふるさと幌延町に誇りを持ち、地域の産業を支える人材や、

豊かな国際感覚を備え、グローバルに活躍でき、多様な他者と協働できる人材を育成

していくことができるよう、「幌延町教育大綱」等に基づいた本町教育の充実・発展

に取り組んでいきます。 

第１に学校教育について申し上げます。 

子どもたちが、様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り開いていくために

必要な資質や能力を身に付けていくことができるよう、「主体的・対話的で深い学

び」の視点に基づく事業改善を進めるとともに、学校・家庭・地域が連携、協働を図

り、教育効果を高める「カリキュラム・マネジメント」の実践を推進していきます。 

１、確かな学力の向上。 

子どもたちの確かな学力を育成するためには、基本的・基礎的な知識・技能を確実

に習得させ、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力表現力や、

主体的な態度を育成することが重要です。 

このため、「全国学力・学習状況調査」や「チャレンジテスト」、「標準学力検

査」等の結果を分析して、宗谷管内が一体となって取り組む「宗谷の学力向上プラ

ン」における、「検証改善サイクルの確立」、「事業改善の推進」、「学習習慣、生

活習慣の確立」の３つの柱に沿った取組を一層推進していきます。 

今年度は、小学校の新学習指導要領が全面実施となるため、その学習内容の確実な

指導に努めます。さらに、学習指導においては、ＩＣＴ機器の活用やティーム・ティ

ーチングの取組、子どもたちが能動的に学ぶ授業づくりを充実させるとともに、学習

意欲の向上を図るため、漢字検定や英語検定の受験料助成の活用を推進します。また、

家庭での学習習慣を確立するための「生活リズムチェックシート」を積極的に活用し

ていきます。 

２、豊かな心の育成。 

子どもたちの豊かな人間性を育むためには、倫理感や正義感、規範意識を身につけ、

他者への思いやりや自己肯定感など、自分の生き方を主体的に考えることができる力

を育成することが重要です。 

このため「道徳の時間」を要とし、各教科、特別活動等のそれぞれの特質や、児童

生徒の発達の段階を考慮して、学校の教育活動全体を通じた道徳教育の充実を図ると

ともに、「令和元年度地域連携研修」の道徳教育の取組などを踏まえた「考え、論議

する」道徳教育を推進します。さらに、北海道版道徳教材「きたものがたり」等を効

果的に活用します。 

また、読書活動は、豊かな感性や情操を育み、人生をよりよく生きるために欠かせ

ないものです。各学校の朝読書の充実を図るとともに、家庭での読書習慣の啓発に取

り組みます。 

３、健やかな体の育成。 

子どもたちの健やかな体を育成するためには、体育の授業改善や、日常的に運動や

スポーツに親しむ機会を設け、運動習慣につながる取組を計画的に実施し、体力向上

を図ることが重要です。 

このため、各学校においては、全学年の「新体力テスト」や「全国体力・運動能
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力・運動習慣調査」の結果分析に基づいた「体力向上プラン」を作成し、体力向上に

努めます。また、北海道教育委員会が推奨する「どさんこ子元気アップチャレンジ」

の取組や「小学校体育エキスパート教員巡回指導事業」を活用した体育事業の充実に

努めます。 

食育の推進においては、食に関する正しい知識と望ましい食習慣の定着に向けた取

組を進めるとともに、安心して学校生活が送れるよう、食物アレルギーへの対応につ

いて、一層の充実を図ります。また、学校給食における地元産食材等の活用促進や衛

生管理の徹底に努めます。 

児童生徒の健康診断においては、眼科検診も実施します。 

４、特色ある教育の推進。 

高度情報化、グローバル化が急速に進展する中、ふるさと幌延に誇りを持ち、地域

の産業を支える人材や、豊かな国際感覚を備え、グローバルに活躍できる人材を育成

していくことが重要です。 

このため、情報教育では、北海道教育委員会の「北海道における教育の情報化推進

指針」を踏まえ、文部科学省の「校内通信ネットワーク整備事業」及び「児童生徒１

人１台端末機の整備事業」を活用し、ＩＣＴ機器の環境整備に努めます。また、幌延

情報教育センターを中心に、児童生徒や教職員の情報活用能力の向上を図る取組を推

進します。さらに、本町のテレビ会議システムに加え、学術情報ネットワーク「ＳＩ

ＮＥＴ」を活用した多様な遠隔事業の取組を推進します。プログラミング教育につい

ては、幌延小学校が令和元年度から３年間、北海道教育委員会の「プログラミング教

育事業」の指定校として、その実践を推進します。 

外国語教育については、子どもたちが英語で日常的にコミュニケーションを行うこ

とができる力を身につけられるよう、今年度も外国語指導助手と外国語教育等学習支

援員を配置するとともに、北海道教育委員会が推奨する「小学校英語ｄｅトライ」や

「中学校Ｅｎｇｌｉｓｈトライアル」に取り組みます。 

小中一貫教育では、９年間の系統的・継続的な教育を行うため、外国語教育や情報

教育等の教育課程の編成に向けて、幼児教育とのつながりを踏まえた取組を推進しま

す。また、中学校教諭の小学校への乗り入れ事業や小学生や中学生がそれぞれの学校

訪問する交流事業などを推進します。 

さらに、望ましい勤労感や職業感を育むため、学校の実情に応じた職業体験など、

キャリア教育を推進します。 

５、地域と支え合う学校づくり。 

子どもたちが、様々な人々と関わり、多様な経験を重ねながら、新しい時代を生き

抜いていく力を身につけるためには、学校はもとより、家庭や地域社会が教育の場と

して十分な機能を発揮することが重要です。 

このため、体験的な学習の実施にあたっては、地域の人的・物的資源の積極的な活

用や、社会教育事業と連携した学習を充実させるとともに、ＰＴＡや関係機関等と協

働し「早寝早起き朝ごはん運動」など、望ましい生活習慣の定着に向けた取組を進め

ます。 

また、学校評価を生かした学校運営や学校だより等の地域配布を通した情報発信に
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努めます。さらに、学校を核として、地域全体で子どもたちの学びや成長を支える取

組が推進されるよう、「社会に開かれた教育課程の編成」に努めるとともに、学校・

保護者・地域住民が共に知恵を出し合い、協働しながら子どもたちの豊かな成長を支

える仕組み「学校運営協議会制度」の導入による学校運営を、幌延地区・問寒別地区

の双方で推進します。 

６、教職員の資質、指導力の向上。 

教育の直接の担い手である教職員は、法令を遵守し、時代の要請に応じて、継続的

に資質や能力の向上に努めることが重要です。 

このため、北海道教育委員会が実施する「教員育成指標」に基づいた教員研修や各

種教育団体が主催する研究会・研修会への参加を奨励するとともに、幌延町教育研究

所や幌延情報教育センターと連携を図った研修会の開催や、学術情報ネットワーク

「ＳＩＮＥＴ」を活用した教員養成大学との遠隔研修会の開催などにより、教職員の

資質や指導力の向上に努めます。 

また、教職員の不祥事の根絶に向けて、服務に関する研修資料等を効果的に活用し、

職場研修や、面接等の一層の充実を図ります。 

学校における働き方改革については、国や北海道の方針に準じた「幌延町アクショ

ンプラン」に基づき、業務改善を図ります。今年度は各学校に「北海道公立学校校務

支援システム」を導入し、事務の効率化を図ります。 

７、心の教育相談体制の推進。 

学校のいじめや不登校、児童生徒の様々な問題行動への対応は、未然防止と適切な

実態把握による早期発見を基本とし、組織的かつ迅速な対応が重要です。 

このため、「幌延町いじめ防止基本方針」に基づき、子どもたちの望ましい人間関

係の醸成はもとより、「いじめに関するアンケート」や、「より良い学校生活と友達

づくりのためのアンケート」、計画的な教育相談を実施するとともに、保護者や専門

機関等と連携し、適切な対応を図ります。また、幌延中学校には、生徒の悩みや不安

を和らげるため、子どもの心サポート相談員を配置します。 

子どもたちがネットトラブルの被害者や加害者にならないよう、インターネットの

利用に向け、情報モラル教室の開催や、家庭でのルールづくりを啓発します。 

８、特別支援教育の体制の充実。 

特別支援教育においては、共生社会の形成に向けて、障がいのある子どもと障がい

のない子どもが共に学ぶインクルーシブ教育の充実を図ることが重要です。 

このため、幌延町特別支援教育連携協議会を中心に、各関係機関と連携した教育相

談の充実を図るとともに、幌延町の「子育てファイル」や「個別の教育支援計画」等

を活用した継続的な教育を行い、特別な支援を必要とする子ども一人一人の教育的ニ

ーズに応じた的確な教育的支援に努めます。 

また、特別支援教育に関する理解を深める「特別支援教育セミナー」等を開催しま

す。さらに、通常学級において支援を必要とする児童のために、特別支援教育支援員

を幌延小学校に配置します。 

９、安全安心な教育環境の推進と就学支援。 

学校においては、安全教育や安全管理の充実を図り、児童生徒の安全・安心を確保
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する、ことが重要です。 

このため、児童生徒の安全確保については、交通安全や防犯・防災教育の充実に努

めます。また、ＰＴＡや幌延町青少年健全育成連絡協議会、幌延町安全で安心なまち

づくり推進協議会、各関係機関との連携・協働により、子どもたちを危険から守る取

組を推進します。 

学校施設の修繕や維持管理に努め、子どもたちの快適で安全な学習環境を確保しま

す。今年は幌延中学校の体育館照明器具の改修工事や問寒別小中学校の体育館天井改

修等を実施します。また、小中一貫教育の推進とあわせて、今後の学校施設のあり方

を考究します。 

経済的理由により就学支援を必要とする保護者に対しては、学用品費や給食費等の

援助制度、また進学する学生に対しては、町の奨学資金制度の活用啓発に努めます。 

第２に、社会教育について申し上げます。 

町民一人一人の自主的な学習や町民相互の学習活動、地域活動は、地域の連携や教

育、教育力を高め、豊かな暮らしを支える基盤となるものです。その推進を図るため、

「第７次幌延町社会教育中期計画」の５つの柱に基づいた社会教育の充実に努めてい

きます。 

１、幌延を知るための学びの場づくり。 

町民一人一人が生きがいのある充実した人生を送ることを目指し、幼児から成年、

高齢者が参加できる多様な学習機会の拡充や、その学習の成果を生かすことができる

環境をつくることが重要です。 

このため、社会教育や体育館だより、町のホームページや告知端末機等により情報

を発信し、各種事業の啓発や参加促進に努めます。 

ふるさと幌延町の豊かな自然や産業等を理解し、伝承していく事業では、生涯学習

アドバイザーによる学習会や展示会の開催、親子・異世代・地域の交流や郷土の自

然・産業などを知る「ふるさと自然体験チャレンジ教室」を開催します。 

生涯学習の観点から、高齢者の学習機会として「生きがい教室」の開催、一般町民

を対象とした英会話教室等を開催します。 

金田心象道美術館を町民の学習成果の発表の場として活用する「心象館ミニギャラ

リー展」や「心象館音楽の夕べコンサート」を実施します。 

２、地域の営みに参画できる仕組みづくり。 

町民の社会参画活動を促進するためには、文化・スポーツ活動の充実や、子育てを

支援する取り組みが重要です。 

このため、文化・スポーツに親しむ環境づくりでは、文化活動を広め、町民の自主

的な創作活動や、地域の文化祭事業等を実施している幌延町文化協会、スポーツや運

動に親しむ機会や、各種スポーツ大会等を開催している幌延町体育協会の取組を支援

します。 

芸術鑑賞機会の拡充を図るため、今年度は中学校対象に「学校舞台公演」の開催、

町民を対象とした「体験型リズムアトラクション・ドラミングハイ」の公園を計画し

ています。また、運動に親しむ機会の充実を図るため、「各種運動教室」や「ニュー

スポーツ教室」を開催します。 
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地域の子育てや家庭の教育力を高めるために、ボランティア活動、ＰＴＡ活動を支

援していくとともに、地域の人材の有効な活用や、子育て支援ボランティア人材の育

成に努めます。 

３、子どもたちの自立を促す環境づくり。 

子どもたちの体験活動の充実や自立を促す環境づくりに努め、健全育成を図ること

が重要です。 

このため、子どもたちの体験活動や異年齢交流活動を地域ぐるみで取り組んでいる

幌延町子ども会育成連絡協議会や、ワラベンチャー問寒クラブの活動を支援します。

また、ふるさとの自然とふれあい、親子・異世代・地域と交流する事業については、

北大天塩研究林、遊考会、町内各種事業所や生涯学習アドバイザー等の協力を得なが

ら内容の充実を図ります。 

子どもたちの豊かな感性を育むため、「親子ふれあい人形劇公演」の開催、異年齢

の友達と交流する「放課後子ども教室」の開催、長期休業中における望ましい生活・

学習習慣の定着と、自然・産業体験など、様々な活動を体験する「ほろのべ朝活プロ

ジェクト」を開催します。 

また、学校と連携し「水泳・マラソン・スキー大会」を開催し、子どもたちの体力

向上に努めます。 

さらに、地域づくりやボランティア活動の知識を得る「青少年体験事業ジュニアリ

ーダーコース」や「宗谷管内どさんこ子ども地区会議」等の研修会への参加を奨励し

ます。 

４、次代に向けて挑戦し続ける風土づくり。 

生涯学習活動を推進するためには、研修機会の充実や、各種団体、事業所等を含め、

地域における協働の取組が重要です。 

このため、生涯学習を推進する社会教育各委員や、スポーツ推進委員等の研修機会

の拡充やボランティア活動の研修会の参加を奨励します。また、北海道教育委員会で

行っている「家庭教育サポート企業制度」の周知や活用に努めます。 

地域のコミュニティ活動の推進では、学校施設や社会教育施設の有効活用を進める

とともに、地域団体の活動を支援します。 

生涯スポーツの推進では、スポーツ指導者の発掘や育成に努めるとともに、保健セ

ンター等と連携を図り、健康づくりを推進します。 

５、学習活動の拠点づくり。 

生涯学習活動を支える社会教育・文化・スポーツ施設の設備や機能を充実させるこ

とが重要です。 

このため、幌延町生涯学習センターと国際交流施設については、相互の連携を図り

ながら、町民が利用しやすい施設運営に努めます。また、問寒別生涯学習センターに

ついては、利用者のニーズを把握しながら、利便性のある施設運営に努めます。 

郷土資料館については、幌延の豊かな自然環境の理解をより深められるよう、テレ

ビモニターの設置と映像のデジタル化を図り、利用しやすい施設整備に努めます。 

図書室の利用促進については、「幌延町子どもの読書活動推進計画」に基づき、移

動図書や企画展の実施、北海道立図書館のインターネット予約貸出サービスの活用を
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一層推進します。 

老朽化に伴う社会教室施設の改修については、計画的に実施していきます。今年度

は、地盤沈下が著しい総合スポーツ公園野球場の沈下の進行や有無を確認し、改修方

法を検討する測量調査を行います。 

今後も、安全で安心な施設の維持管理と施設運営に努めます。 

以上、令和２年度の教育行政に関する執行方針を申し上げましたが、本町の「心豊

かな人と文化を育むまちづくり」の推進に一層の努力を重ねる所存です。 

町民の皆様、町議会の皆様の一層のご理解とご協力を心からお願い申し上げ、教育

行政執行方針といたします。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   以上をもって、「令和２年度町政執行方針」並びに「令和２年度教育行政執行方

針」を終わります。 

   ここで、１４時３５分まで休憩します。 

(１４時１６分 休  憩) 

(１４時３５分 開  議) 

   休憩前に引き続き、会議を再開します。 

  

日程第１３ 議案第８号「職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の

制定について」の件を議題とします。 

   議案第８号について、提案理由の説明を求めます。 

総務財政課長 藤 井 和 之 君 

議案第８号「職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て」の提案理由をご説明申し上げます。 

   このたびの改正は、平成２９年５月１７日に公布された地方公務員法及び地方自治

法の一部を改正する法律が令和２年４月１日から施行されることに伴い、本町も関連

の条例改正については、既に議決をいただいているところですが、国において、施行

に向けた事務処理マニュアルを整理していたところ、令和２年１月１７日に総務省か

ら発出されたマニュアルに追加修正があり、職員の服務の宣誓に関する条例の取り扱

いについて示されたところであります。 

   内容につきましては、会計年度任用職員は、制度導入前の任用形態や、任用手続が

様々であることに鑑み、服務の宣誓を、それぞれの職員にふさわしい方法で行うこと

ができることを明らかにするための改正であります。 

   第２条中の改正は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定されている県

費負担教職員、いわゆる本町で勤務する北海道の教職員に関しての服務の宣誓に関す

る規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律や、ほかの法律に特別の定めが

ないため、当該職員が属する市町村が定めることとなっていることから、このたび追

加をしようとする改正であります。 

第２条第２項として、冒頭ご説明申し上げました、会計年度任用職員として採用さ

れた職員は、本条例の適用となることを定めた追加の改正であります。 

   附則でありますが、この条例は令和２年４月１日から施行することとしております。 
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   以上、議案第８号「職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」提案理由の説明といたします。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   これより、質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

   これにて、質疑を終わります。 

   お諮りします。 

   ただいま議題となっております議案第８号は、討論を省略し、原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   日程第１４ 議案第９号「幌延町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定

について」の件を議題といたします。 

   議案第９号について、提案理由の説明を求めます。 

建設管理課長 島 田 幸 司 君 

   議案第９号「幌延町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」の

提案理由を申し上げます。 

本条例につきましては平成元年に設定され、道路法第３２条に基づく占用許可を受

けた物件の占用料の額及び徴収方法について定めたものであります。 

現在の占用料の額については、平成２３年から適用されており、固定資産税評価額

を基本に、国が定めた額を準用しているものであります。 

このたびの改正の主な理由は、固定資産税評価額の評価替えを踏まえた額の改正に

よるもので、国において占用料が改正されることとなり、国から９月に通知があった

ところであります。したがって、本町の占用料も改正することとし、別表のとおり定

めるものであります。 

なお、今回の改正による占用料の増減については、占用物件によって異なりますの

で、詳細については新旧対照表を参考にしていただければと思います。 

附則ですが、本条例については、令和２年４月から施行することとしております。 

以上、議案第９号の提案理由といたします。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   これより、質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

   これにて、質疑を終わります。 

   お諮りします。 

   ただいま議題となっております議案第９号は、討論を省略し、原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 
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   よって本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１５ 議案第１０号「幌延町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」の件を議題とします。 

議案第１０号について、提案理由の説明を求めます。 

保健福祉課長 村 上 貴 紀 君 

   議案第１０号「幌延町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について」提案理由を申し上げます。 

このたびの改正は、令和元年１０月３日付けで、放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準の一部を改正する条例が公布され、令和２年７月１日から施行さ

れることに伴い、これまで省令に基づき、市町村が従うべき基準であった事業に従事

する者及びその員数や、放課後児童支援員の資格に関する経過措置を含む全ての事項

について、市町村の参酌すべき基準となることから、町条例において所要の改正を行

うものであります。 

配付した新旧対照表も併せてご覧ください。 

附則第２項の改正ですが、放課後児童支援員は、本条例第１０条第３項の各号に規

定される保育士や社会福祉士などの資格を有するとともに、都道府県知事もしくは指

定都市の長が行う研修を修了したものでなければなりませんが、これまで省令におい

て令和２年３月３１日までに、研修の受講を予定していれば終了したものとする経過

措置が適用されてきましたが、令和２年４月１日からの改正条例の施行後は、この経

過措置が終了することとなります。 

本町におきましては、放課後児童クラブの運営に必要な放課後児童支援員の安定的

な確保のためのみなし、指導員制度の経過措置延長を行うため、経過措置の期間を

「平成３２年３月３１日までの間」から「当面の間」に改め、経過措置内容の「平成

３２年３月３１日までに」を削り、「終了したもの」とあるのは「終了したもの、

（終了したことを予定している者を含む）」とする改正であります。 

なお、附則では、この条例は令和２年４月１日から施行することとしております。 

以上、議案第１０号の提案理由といたします。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

これより、質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

   これにて、質疑を終わります。 

   お諮りします。 

   ただいま議題となっております議案第１０号は、討論を省略し、原案のとおり決定

することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   日程第１６ 議案第１１号「幌延町移住促進住宅条例の一部を改正する条例の制定



 - 44 - 

について」の件を議題とします。 

   議案第１１号について、提案理由の説明を求めます。 

企画政策課長 藤 田 秀 紀 君 

議案第１１号「幌延町移住促進住宅条例の一部を改正する条例の制定について」の

提案理由を申し上げます。 

   この条例は、町外居住者を幌延町内への転入を誘導しようとする施策を講ずる

ために、平成２８年度に幌延町移住促進住宅を３棟６戸整備いたしましたが、本

年度の９月補正予算において、旧問寒別教員住宅１棟２戸を用途変更し、移住促

進住宅として整備することとしていた住宅の改修工事が概ね完了し、次年度から

の入居が可能な状態となっておりますので、その住宅を移住促進住宅として、本

条例に追加しようとするものであります。 

   追加する住宅は、問寒別地区移住促進住宅３号棟として、本条例第２条に追加

いたします。住宅の床面積は、１戸当たり５１.０１平方メートルであります。 

   ちなみに、家賃は規則で定めておりまして月額１万５千円。なお、これらの移

住促進住宅に地域おこし協力隊員が入居する場合は、家賃全額を減免するという

こととしています。 

   附則ですが、この条例は、公布の日から施行することとしています。 

   以上、議案第１１号の提案理由といたします。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   これより、質疑を行います。 

２  番 斎 賀 弘 孝 君 

   問寒別地区移住促進住宅ということで、今、課長のお話したとおりここに入るには、

それなりの理由があって入るところなんですけども、例えの例の中で、地域おこし協

力隊が住むならばというお話がありました。ここに地域おこし協力隊が、実際に住ん

で生活できるという理由は、どういった理由からですか。 

企画政策課長 藤 田 秀 紀 君 

   来年度の予定になるんですけれども、今年、お試し協力隊で何名か来ていただいて、

来年度コミュニティ事業を問寒別で展開するんですけれども、その際、地域おこし協

力隊員２名の採用を予定しております。その方々２名が住むような予定となっており

ます。 

   住む理由っていうのは、質問の意味ちょっとわかりませんけれども、移住。地域お

こし協力隊員として、幌延町内に移住するために、その方々が住むために、そこの移

住住宅に住むというようなことでございます。 

２  番 斎 賀 弘 孝 君 

   わかりました。地域おこし協力隊の方々が地域に移住される。そのために使えると

いうことだろうとわかりました。 

   兼ねてから話をしてたんですけども、この住宅を建てるにあたっては、町の単費で

あったり、また道の補助を受けたりして、そういった絡みもあって、住める入居の条

件が違うということなんですけども、特にこの住宅１号棟ですね。３号棟、今新しい

のを地域おこし協力隊ということでした。地域に住んでる以外の者を１号棟、２号棟
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に、地域以外の方と地域の人が住めるようにする条件を緩和をするというのも、前々

からあったお話だと思うんですけども、今回はそのような条例の改正は上がってこな

かったんですか。 

   また、１号棟については今空いています。この空いてるところにどうやって人を呼

び込むか。これは企画課の担当かと思うんですけども、町内の人でも住みたいってい

う希望されてる方もいる。そういう方々にも手を差し伸べれないのかどうか。特に１

号棟は町単費でつくってるからいいんじゃないかと思うんですけども、どうでしょう

か、。お伺いしたいと思います。 

企画政策課長 藤 田 秀 紀 君 

   今、ご指摘のあった住宅っていうのは、短期の入居する住宅も空いているっていう

ことですけれども、私のほうが答弁するっていうのはちょっとおかしいかなと思うん

ですけれども、私の担当としては、移住をするために住宅を整備するっていうところ

の条例改正ということで、このたびの１棟２戸については、あくまでも移住者対象と

した住宅ということでございますので。町の単独の住宅を整備するという話になりま

すと、また今回とは違うような形っていうことと、例えば今は問寒別に移住する方が

入居をする予定ですから、これらの住宅については満室状態でありますので、公営住

宅の状況ですとか、その他の町単独の住宅の整備という話になりますと、この議論と

はちょっと別な話になるのではないかというふうに考えます。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

よろしいですか。 

２  番 斎 賀 弘 孝 君 

   今、満室という話があったんですけど、満室となるのは地域おこし協力隊の入る３

号棟ですよね。その他が満室っていうわけじゃないですよね。それが満室になるとい

うのは、どういうようなお考えで満室になるんですか。 

   それで、前から言ってるように、そういうふうに家賃の改定をして、一般の人も、

町内の人でも空いてるんだったら利用してくださいよというふうに利用してもらった

ほうがいいんですから、そういうようなことも今回考えてもらえなかったのかという

条例案の改正ですから。これは前々から話題になってる話ですから、検討なされなか

ったのか、そこら辺お伺いします。 

企画政策課長 藤 田 秀 紀 君 

今空いてる１戸っていうのは、あくまでも短期入居向けの住宅ということで、体験

ですとか、常に空いてるわけではなくて、当然、１年のうちに何日間かは、短期のた

めにお試しで入らせてくださいというような方も何件もいらっしゃいますので、そこ

を問寒別を体験していただいて、それが入居につながればというような意図の住宅で

ございますので、それらをすぐに他の人っていうかですね、そこを埋めてしまうと、

お試しで短期で入居して、そういう人向けの住宅が無くなってしまいますので、担当

課としては、１戸はそういう住宅を持っていきたいと。そこを体験してもらって、何

とか移住につなげたいというような考え方でございます。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   ほかにありませんか。 
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（「ありません」の声あり） 

   これにて、質疑を終わります。 

   お諮りします。 

   ただいま議題となっております議案第１１号は、討論を省略し、原案のとおり決定

することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって本案は、原案のとおり可決されました。 

 

お諮りします。 

   この際、日程第１７ 議案第１２号「幌延町民営賃貸住宅建設促進助成条例の一部

を改正する条例の制定について」及び、日程第１８ 議案第１３号「幌延町定住促進

持家住宅建設等奨励条例の一部を改正する条例の制定について」並びに、日程第１９ 

議案第１４号「幌延町商工業等振興促進条例の一部を改正する条例の制定について」

の３件は関連がありますので、会議規則第３７条の規定に基づき、一括議題にしたい

と思います。 

   これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、議案第１２号から議案第１４号までの、３件は、一括議題とします。 

議案第１２号から議案第１４号までの提案理由の説明を求めます。 

企画政策課長 藤 田 秀 紀 君 

   ただ今、一括上程されました議案第１２号「幌延町民営賃貸住宅建設促進助成条例

の一部を改正する条例の制定について」、議案第１３号「幌延町定住促進持家住宅建

設等奨励条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第１４号「幌延町商工業

等振興促進条例の一部を改正する条例の制定について」の提案理由を申し上げます。 

   今期の総合戦略は本年度末で終了いたしますが、これら３つの条例は、総合戦略に

おける取組事業として位置付けられており、総合戦略の期間内で助成制度の内容を検

証していこうと、期限を５年間として運用しているところでございます。 

   条例の効力が今期の総合戦略と同様、本年３月３１日をもって失効することとなっ

ていることから、３事業の内容を検討した結果、助成制度の内容は現行どおりとして、

次期の総合戦略の期間と同様に５年間延長するものであります。 

   それぞれの条例の内容について、簡単にご説明いたします。 

   まずは、幌延町民営賃貸住宅建設促進助成条例ですが、幌延町内に民営の賃貸住宅

を建設しようとする場合、その建設費用の一部を助成するもので、町内の建設業者が

建築主体工事を施工した場合、全体の工事費に対して、建設工事費を建設戸数で除し

た金額が、床面積が４０平米以上で１ＬＤＫあたり２００万円。床面積が５０平米以

上の２ＬＤＫ以上の場合は３００万円とそれぞれ限度額が設定されておりますが、そ

の建設工事の１００分の３０を助成する制度であります。 

   町外の建設業者が施工した場合は、その限度額は、床面積が４０平米以上の１ＬＤ
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Ｋあたり１３０万円。床面積が５０平米以上の２ＬＤＫ以上の場合は２００万円であ

り、助成率は、１００分の２０となっています。 

   続いて、幌延町定住促進持家住宅建設等奨励条例ですが、本町の住民基本台帳に登

録されている者又は本町に居住しようとする者が、幌延町内に住宅の新築や増改築、

設備の改修、中古住宅の取得に要する費用の２０％を助成する事業であります。 

   助成額は、新築の場合は３００万円、増改築の場合１５０万円、中古住宅の取得の

場合は、１００万円の限度額となっております。 

   なお、これらを建設する事業者が幌延町内に本店や支店がない場合には、その限度

額は、町内業者が施工した場合の８割の額となります。 

最後に、幌延町商工業等振興促進条例ですが、幌延町内で事業を営んでいる個人や

法人が、事業の用に供する建物を新築、増改築、設備の改修、施設や設備備品を取得

しようとする場合、幌延町内の事業者が施工した場合は、かかる費用に対して５０％

を助成し、補助金の限度額は１千万円。町外の事業者が施工した場合は、補助率が４

０％で、補助金の限度額が８００万円。 

   また、従業員の確保に資する施設、例えば、社宅であるとか、寮、寄宿舎などです

が、これらの施設を改修する場合、幌延町内の事業者が施工した場合は、かかる費用

に対して３０％を助成し、補助金の限度額は２００万円。は町外の事業者が施工した

場合は、補助率が２５％で、補助金の限度額が１６０万円という制度となっています。 

   この度の改正は、条例の失効期限を、次期の総合戦略の期間に合わせ、令和７年３

月３１日にしようとするものでございます。 

   なお、これら３本の一部改正条例は、公布の日から施行するとしております。 

   以上、議案第１２号から議案第１４号までの提案理由といたします。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   これより、質疑を行います。 

２  番 斎 賀 弘 孝 君 

ただいまの説明の中で、助成制度を現行どおりとしてという話がありましたが、町

長執行方針の中で、これら２つを再検討して継続するというふうに執行方針で述べて

いますから、年度内にはいろいろまた再検討して、条例の中身もこの１年で変更する

ことがあるということでよろしいんですよね。 

副 町 長 岩 川 実 樹 君 

   お答えいたします。 

   今回この条例の期限がですね、３月３１日までで終わってしまうということで、ち

ょっと作業的には総合戦略がまだ完成していないということで、前後してしまいます

けども、この制度を途切れさせるわけにはいかないということで、今回、期間だけは

延長させていただきました。 

   中身につきましては、今後総合戦略の中でも議論が出てくると思いますけれども、

実際、条例をつくった後ですね、どれだけ使われ、利用されたかとかということも、

ちょっと検証しなきゃならないと思っています。そこには、なぜ使われてこなかった

のか、何がネックになっていたのかっていうようなこと。 

   以前の議会でも、植村議員とかからもご指摘等もありましたんで、そのようなこと
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もいろいろ踏まえて検討しながら、制度の中身自体については、ちょっと見直しも含

めて検討させていただきたいなと思っておりますので、ご理解のほどよろしくお願い

します。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   よろしいですか 

（斎賀議員「はい」） 

   他にありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

   これにて、質疑を終わります。 

   お諮りします。 

   ただいま、議題となっております、議案第１２号から議案第１４号までの３件は、

討論を省略し、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   日程第２０ 議案第１５号「幌延町職員等の定数に関する条例の一部を改正する条

例の制定について」の件を議題とします。 

   議案第１５号について、提案理由の説明を求めます。 

副 町 長 岩 川 実 樹 君 

   議案第１５号「幌延町職員等の定数に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」提案理由をご説明いたします。 

   普通地方公共団体の職員の定数は、地方自治法第１７２条第３項の規定により、条

例で定めることとされておりますが、令和２年４月以降、町長事務部局の定数の見直

しが必要となったことから、条例の一部を改正しようとするものであります。 

   以下、改正案の概要について、別紙新旧対照表によりご説明申し上げます。 

幌延町職員等の定数に関する条例第２条では、各執行機関ごとの定数を規定してお

りますが、この度の改正により、第１号町長の事務部局の職員定数を、現行の８８名

から２名増の９０名としようとするものです。 

   増加の主たる理由ですが、認定こども園の保育士に係る定員を２名増加しようとす

るもので、こども園につきましては、ここ数年、３歳未満児の利用が相当数、恒常的

にあることから、全体的に不足する保育士を臨時的任用にて対応してきたところであ

りますが、今後の利用ニーズや職員の勤務形態、責任の度合い等を考え、保育体制を

強化すべきと判断し、正規職員として２名増員させていただきたいというものでござ

います。 

   次に附則でございますが、本条例は令和２年４月１日から施行することを規定して

おります。 

   以上、議案第１５号の提案理由といたします。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   これより、質疑を行います。 
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（「ありません」の声あり） 

   これにて、質疑を終わります。 

   お諮りします。 

   ただいま議題となっております議案第１５号は、討論を省略し、原案のとおり決定

することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２１ 議案第１６号「使用料及び手数料の見直しに伴う関係条例の整備に関

する条例の制定について」の件を議題とします。 

   議案第１６号について、提案理由の説明を求めます。 

 総務財政課長 藤 井 和 之 君 

   議案第１６号「使用料及び手数料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制

定について」、提案理由をご説明申し上げます。 

   ご承知のとおり、令和元年１０月１日から消費税が増税されております。また、行

政改革大綱幌延自立プランにおいては、５年ごとに条例で規定されている使用料手数

料の見直しをすることとされております。 

   昨年、消費税増税時には、公の施設等に係る使用料手数料等の対応として、消費税

率の引き上げに伴い、消費税が円滑かつ適正に転嫁されるべく、道を通じて総務省か

ら通知があったところでございます。 

   増税前においても、町長を含め、全担当課で議論してまいりましたが、改正並びに

運用につきましては、年度中の改定実施は、管理運営面や利用者の視点を鑑みるなど、

新たな年度からの実施としたところでございます。 

   今回の検討に当たっての基本的な考え方としては、消費税は消費者が最終的な負担

者となる間接税であることから、原則として消費税率引き上げ程度を上乗せする改定

を行うこととし、さらに、公共施設等の管理運営面などを考慮して、検討を進めたと

ころでございます。 

   特殊事情がある使用料、手数料以外の料金については、少額のものを除き、原則と

して消費税率引き上げ程度を上乗せする改定を行うこととし、本条例において、料金

改定に関係する条例の一部改正を一括して行うことといたしました。 

   お配りしました議案資料は、改正条文の順で、現行料金と改正後の料金、そしてそ

の差額と改正率を示してございます。 

   町では、料金を原則１０円単位とすることとしており、端数処理の関係上１０円以

上の上乗せとならないもので、結果として据え置きとなり、一覧票では空欄の表示と

なっている欄もございます。 

   それでは、条文に沿って説明いたします。 

   別添の使用料及び手数料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例に関する資料

をご参考にいただければと存じます。 

   第１条は、幌延町営草地開発施設設置並びに牧野管理に関する条例の一部改正で、
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過去の増税時には改正しておりませんでした。 

   また、放牧に伴う所要の経費などは、既に増税後で取引をしており、放牧料の現行

単価に増税分を考慮して、整合を図りつつ見直しを行った結果、農業振興の観点から

見直した額を増税分の最小限とした単価の改正であります。 

   なお原則１０円単位とした考え方でありますが、影響額などを考慮し、従来から単

位での設定となっておりますので、そのまま円単位となっております。 

   第２条は、幌延町生活改善センター設置等に関する条例の一部改正で、別表を改め、

生活改善センター使用料を１から２％程度引き上げようとするものです。 

   第３条は、幌延町集会施設設置等に関する条例の一部改正で、別表を改め、集会施

設等使用料は１から２％程度の引き上げとなります。 

   第４条は、幌延町総合体育館使用条例の一部改正で、専用で使用する場合の使用に

ついては２％以内とした改正で、個人の小中学生、高校生については据置きしており

ます。なお、高校生の区分に７０歳以上を追加し、７０歳以上の対象者が個人でも利

用しやすい環境としたところでございます。個人の大学・一般料金はしばらく据え置

いたところでもあり、１回券、回数券、年間券の使用料について引き上げをしようと

するものです。 

   第５条は、幌延町地区体育館条例の一部改正で、別表を改め、地区体育館使用料を

１から２％程度引き上げようとするものです。 

   第６条は、幌延町公園条例の一部改正で、別表を改め、公園施設の使用料を２％程

度引き上げようとするものです。 

   なお、キャンプ場のバンガローは、平成３１年度に改修され、綺麗になっておりま

す。使用者数も増加しているところでございますが、今回、近隣町村などの類似施設

の調査や減価償却など、料金改定を検討し、１泊分の単価改正及び時間当たり単価を、

資料のとおり改正しようとするものであります。 

   第７条は、幌延町産業共進会場条例の一部改正で、別表を改め、施設の使用料を引

き上げようとするものです。 

   共進会場については、ご承知のとおり、管理棟部分は別の規定となっております。

現在の使用料を再算定した結果、改正率が２％を超える結果となっておりますが、共

進会などは減免の取り扱いとしており、そのほかの利用者への影響なども考慮した改

正となっております。 

   第８条は、幌延町健康増進施設の設置及び管理に関する条例の一部改正で、先ほど、

総合体育館のときと同様に、小中学生、高校生については据置くこととし、個人の大

学一般料金はしばらく据え置いていたこともありまして、１回券、回収券、年回券の

使用料について引き上げる改正となります。 

   第９条は、幌延町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改正で、

別表を改め、センターの使用料をおよそ２％程度引き上げようとするものです。 

   第１０条は、幌延町東ヶ丘スキー場設置条例の一部改正で、使用料を１から２％程

度引き上げようとする改正で、管理棟単価の設定については、令和元年９月議会で議

決をいただいております。 

   第１１条は、幌延町民会館条例の一部改正で、別表を改め、会館の使用料を１から
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２％程度引き上げようとするものです。 

   第１２条は、幌延町総合スポーツ公園条例の一部改正で、別表を改め、スポーツ公

園の使用料を１から２％程度引き上げようとするものです。 

   第１３条は、幌延町簡易水道事業給水条例の一部改正で、別表第１の改正では、超

過料金については、消費税率８％時に据え置いておりました。金額が少ないため、計

算上改正率が大きく見えているところでございますが、基本料金とのバランスなども

考慮して判断しており、他の区分については１から２％程度引き上げる改正となりま

す。 

   第１４条は、幌延町手数料徴収条例の一部改正で、別表１の改正では、１３の鳥獣

飼養登録票の交付手数料及び更新手数料もしくは再交付手数料は法律の改正に伴い、

適用となる条文を改め、２１の住民票及び戸籍の付票の写しの次に、証明及び徐票を

含むを追加する改正となります。 

   別表２の改正では、地籍調査の成果に関する手数料について、１から２％程度引き

上げをする改正です。 

   第１５条、幌延町普通河川管理条例の一部改正及び第１６条幌延町準用河川の管理

に関する料金徴収条例の一部改正については、当該料金に乗ずる税率を１００分の８

から１００分の１０に改めようとするものです。 

   第１７条、幌延町公共下水道条例の一部改正、第１８条、幌延町個別排水処理施設

の設置及び管理等に関する条例の一部改正ですが、下水道及び個別排水使用料の超過

料金については、水道料金と同様に消費税率８％時に据え置いていたため、改正率が

大きく見えているところですが、基本料金とのバランスなども考慮して判断し、金額

が小さいため、計算上改正率が大きくなっております。他の区分につきましては、１

から２％程度引き上げる改正となっております。 

   第１９条は、幌延町トナカイ観光牧場設置条例の一部改正で、別表第１から別表第

４については、１から２％程度引き上げる見直しですが、料金に影響のある別表第３、

別表第４を改正しようとするものです。 

   第２０条は、幌延町立学校施設使用条例の一部改正で、学校施設については、総合

体育館と利用形態が同様であることを勘案し、総合体育館と同じ体系にしようとした

ことによる改正のため、改正率が大きくなっております。 

   第２１条は、幌延町行政財産の目的外使用に関する使用料条例の一部改正で、別表

を改め、役場庁舎使用料を１から２％程度引き上げようとするものです。 

   第２２条は、幌延町生涯学習センター条例の一部改正で、別表第１の改正では、幌

延町生涯学習センターの使用料、別表第２の改正では、問寒別生涯学習センターの使

用料、別表第３の改正では、社会教育関係団体使用料を１から２％程度引き上げの見

直しをしつつ、各区分の差し引き額を考慮した改正とするものです。 

   第２３条は、幌延町立診療所条例の一部改正で、同条例第９条第５項に規定する使

用料については、当該料金に乗ずる率を１００分の８から１００分の１０に改め、別

表で規定する予防接種料や健康診断料など、使用料及び診断書料などの手数料につい

ても、増税程度分を引き上げる別表の改正です。 

   附則として、この条例は令和２年４月１日から施行しようとするものです。 
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   なお、経過措置として、この条例の施行の日前から継続して供給している水道下水

料及び個別排水処理施設の使用で、施行日から４月３０日までの間に料金の支払いを

受ける権利が確定する者に係る料金については、改正後の規定にかかわらず、従前の

例にしようとしております。 

   以上、議案第１６号の提案理由といたします。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   これより、質疑を行います。 

２  番 斎 賀 弘 孝 君 

   資料を見てちょっといいですか。１ページ目にあります総合体育館の使用料ですけ

れども、この高校生ありますよね、１番下の段の。この方たちが一日使ったら、全日

って１日のことですよね、朝から晩までって意味ですよね。全日って書いてあるから。 

改正後、１万２,１６０円です。ところがこれ大学生一般になったら、１万７,０４

０円。これどうしてこういうふうになるんですかね。午前、午後、夜間足しても１万

７,０２０円しかならないんだけども、これどういうふうに計算するんですか。子ど

もたちの場合はまとめて足すけど、大学生、一般は違うというのは。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   暫時休憩します。 

（１５時２０分 休  憩） 

（１５時２７分 開  議） 

   休憩前に引き続き、会議を再開します。 

教育次長 伊 藤 一 男 君 

   こちらの手数料の関係なんですけれども、先ほど提案理由の説明でもありましたけ

れども、端数の関係でこのようなところが施設によって出てきておりまして、それぞ

れ午前、午後、夜間ということで計算していくと、このような数字になっております。

よろしくお願いします。 

総務財政課長 藤 井 和 之 君 

   それぞれ施設ごとの原価をまず算定して、それから幾らです、幾らですということ

を個別に、例えば午前だったら午前、午後、全日っていうふうにそれぞれ計算してい

きます。 

ですから、原価の出た単価が、金額が大きければ１０円という端数が反映されるけ

ども、原価の単価が安い場合っていうのは、１０円未満になってしまうので、そうい

った関係の計算上からの端数は、当然ながら出てくると思います。 

   多分疑問に感じるかもしれませんけども、そういった計算という根拠がどうしても

あるものですから、最後結果としては、他の施設と比較すると、他の施設では安く見

えたりするところも見えます。 

   ただ、このケースだと計算される原価の単価が高いので、どうしても１０円という

端数が反映されて、合計すると何十円か誤差が出るという、そういうような仕組みに

なってまして、意図としてやってるわけではなくて、計算として、たまたまそういう

ふうに計算結果が出たということで、すいませんがご理解いただければと思います。 

議  長 高 橋 秀 之 君 
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   よろしいですか。 

２  番 斎 賀 弘 孝 君 

   すいません。ちょっと私もよくわかんないんですけども。 

これ最終的にはね、こういう１０円とかこういう端数が出てくるので、今後こうい

うの支払いをね、ネット通貨が通じてる時代ですから、学生さんでも大学生でも携帯

電話を持ってきてネット支払いますよという、そういうふうにしていってもいいんじ

ゃないかと思うんですが、そこまではまだ検討するのは早いと思いますか、どうです

か。 

総務財政課長 藤 井 和 之 君 

   今、斎賀議員のご質問だといろんなケース、いろんな施設が想定されると思います。 

   恐らく将来的には、斎賀議員がおっしゃってるような仕組みというのが、幌延町で

も運用されたり、構築されてくるんだろうなとは思います。 

   ただ、その導入を将来見据えて、何かのタイミングで、例えば交付金があるとか補

助金があるですとか、もしくは利用者から、本当にそういうふうにしてよというよう

な声が大きく聞こえてきたりだとか、そういうタイミングを見計らいながら、まず１

つ考えるべきだと、１つ目は思います。 

   もう２つ目はですね。そういった導入経費が見合うか見合わないか、そういったと

ころもやっぱり検討の材料にもなるのかなというふうに思いますので、考え方として

見れば多分あるのかなと思うんですが、やっぱりそのタイミングを見計らって、検討

して判断してまいりたいと思います。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   よろしいですか 

（斎賀議員「はい」） 

ほかにありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

   これにて、質疑を終わります。 

   お諮りします。 

   ただいま、議題となっております議案第１６号は、討論を省略し、原案のとおり決

定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   お諮りします。 

   この際、日程第２２ 議案第１７号「幌延町障害者福祉サービス施設の指定管理者

の指名について」及び、日程第２３ 議案第１８号「幌延町食肉加工施設の指定管理

者の指名について」の２件は、関連がありますので、会議規則第３７条の規定に基づ

き、一括議題にしたいと思います。 

   これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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   異議なしと認めます。 

   よって、議案第１７号から議案第１８号までの２件は、一括議題とします。 

   議案第１７号と議案第１８号の提案理由の説明を求めます。 

保健福祉課長 村 上 貴 紀 君 

   ただいま一括上程されました、議案第１７号「幌延町障害福祉サービス施設の指定

管理者の指定について」及び議案第１８号「幌延町食肉加工施設の指定管理者の指定

について」の提案理由を申し上げます。 

   本案は、幌延町公の施設に係る指定管理者の指定の手続などに関する条例第７条の

規定に基づき、幌延町障害福祉サービス施設及び幌延町食肉加工施設の指定管理者を

指定するに当たって、議会の議決を求めるものであります。 

   指定管理の対象とする幌延町障害福祉サービス施設については、地域における障害

福祉サービスを行う施設として設置している、幌延町立北星園及び安心生産農園であ

り、幌延町食品加工施設については、地域の農畜産物の研究開発と高次加工により、

地域農業の発展を図ることを目的とした施設であります。 

   現在、施設の管理は、社会福祉法人幌延福祉会にお願いしているところであります

が、今後も施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することが期待できることから、

引き続き管理をお願いすることが適当と判断し、同条例第６条の規定に基づき、公募

によることなく、議案に記載のとおり、社会福祉法人幌延福祉会を指定管理者の候補

として選定したものであります。 

   なお、指定期間は令和２年４月１日から令和５年３月３１日までの３年間としてお

ります。 

   また、施設の管理に関する協定は、現在と同じ内容での締結を考えております。 

   以上、議案第１７号及び議案第１８号の提案理由の説明といたします。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   これより、質疑を行います。 

７  番 西 澤 裕 之 君 

   指定に関しては何ら問題ないんですけれども、１点だけ確認させてください。 

食肉加工施設については、建設当初、特産品開発などで一般町民も使えるというよ

うなお話があったかと思いますが、それは今でもその話が有効なのか、そういうこと

はもう無いことになっているのか、その点確認させてください。 

保健福祉課長 村 上 貴 紀 君 

   食肉加工施設の一般町民の利用ということですけども、こちらで利用のほうがです

ね、平成１２年の利用を最後に利用はありませんが、今現在も一般の利用はできる形

で運用はしております。 

   ただ、安心生産農園の合鴨の処理羽数、ここ最近は１万２、３千羽を年間処理して

おりまして、ほぼ毎日のように運用はしておりますが、一般町民からの利用の申入れ

があった場合には、そちらと安心生産農園の加工のほうと調整しながら貸出しをする

ということで、考えているというところであります。 

７  番 西 澤 裕 之 君 

   その場合は、先ほどの使用料、手数料の話になるんですけども、そこは無料で使え
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るのか、その辺、使用料、手数料についての確認をお願いします。 

保健福祉課長 村 上 貴 紀 君 

   食肉加工施設の使用料、利用料につきましては、先ほど、総務財政課長から説明が

ありました計算方式に基づいて計算した結果、据置きということでなっておりますの

で今回の手数料の改正のほうには出ておりませんが、現状の手数料という形でいただ

くということになります。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   よろしいですか。 

（西澤議員「はい」） 

   他にありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

   これにて、質疑を終わります。 

   お諮りします。 

   ただいま、議題となっております、議案第１７号と議案第１８号の２件は、討論を

省略し、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって本案は、原案のとおり可決されました。 

 

ここで、３時５５分まで休憩します。 

（１５時３８分 休  憩） 

（１５時５５分 開  議） 

休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 

お諮りします。 

本日の会議時間は議事の都合により、２時間延長し、午後７時までとしたいと思い

ます。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本日の会議時間は２時間延長し、午後７時までとすることに決定いたしま

した。 

 

   お諮りします。 

   この際、日程第２４ 議案第１９号「令和２年度幌延町一般会計予算」 

日程第２５ 議案第２０号「令和２年度幌延町国民健康保険特別会計予算」 

   日程第２６ 議案第２１号「令和２年度幌延町国民健康保険診療所特別会計予算」 

   日程第２７ 議案第２２号「令和２年度幌延町後期高齢者医療特別会計予算」 

   日程第２８ 議案第２３号「令和２年度幌延町介護保険特別会計予算」 

   日程第２９ 議案第２４号「令和２年度幌延町簡易水道事業特別会計予算」 
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   日程第３０ 議案第２５号「令和２年度幌延町下水道事業特別会計予算」 

  の７件は関連がありますので、会議規則第３７条の規定に基づき、一括議題にしたい

と思います。 

   これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって議案第１９号から議案第２５号までの７件は、一括議題とします。 

   議案第１９号から議案第２５号までの、提案理由の説明を求めます。 

副 町 長 岩 川 実 樹 君 

   ただいま一括上程されました、議案第１９号から第２５号までの、令和２年度幌延

町各会計予算につきまして、配布しております説明資料に基づいて概要を申し上げ、

提案理由の説明とさせていただきます。 

   １ページをお開きください。 

   はじめに、政府予算案に触れさせていただきます。 

   国の令和２年度一般会計予算額は、歳入歳出１０２兆６,５８０億円で、前年度比

１.２％の増加となっております。 

   政府は、経済再生と財政健全化の両立を実現するとして、消費税の増収分を活用し、

全世代型社会保障制度の構築に向けて、高等教育の無償化や予防・健康づくりの取組

みなど医療・介護分野の充実を図るほか、総合経済対策として「臨時・特別の措置」

を講ずることとし、キャッシュレス・ポイント還元事業やマイナンバーカードを活用

した消費活性化策を実施するとしています。 

   また、防災や国民の経済又は生活を支える重要インフラの機能維持を図るため、

「防災・減災、国土強靭化のための３年緊急対策」として、令和２年度に実施する事

業に対し、１兆１,４３２億円を計上しています。 

   歳入の租税及び印紙収入につきましては、消費税の税収増を含め１.６％増の６３

兆５,１３０億円を見込んでおり、公債金は３２兆５,５６２億円で、公債依存度は３

１.７％程度となっております。 

   次に、地方財政計画ですが、歳入歳出規模は９０兆７,３９７億円で、前年度と比

較して１.３％の増となっております。 

   歳入の地方交付税につきましては、１６兆５,８８２億円、前年度比２.５％の増加

で、地方税、地方交付税及び臨時財政対策債等の「一般財源総額」は、６３兆４,７

３９億円で、前年度比１.２％の増となっております。 

   次に、令和２年度幌延町各会計予算について、ご説明いたします。 

   ２ページをお開きください。予算の総括についてです。 

   予算編成にあたりましては、歳出全般について見直しを行いつつ町財政の健全性に

配慮しながら、町民ニーズに応えるとともに、総合戦略の推進や公共施設の長寿命化、

福祉の向上等を図るため、財源の配分を行いました。 

   人件費及び扶助費を除く消費的経費の予算編成につきましては、財源の効率的な活

用を図りつつ、くらしの安心安全や子育て・教育環境の充実に配慮した編成といたし

ました。 
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   投資的経費につきましては、農業基盤整備事業や生産拡大事業、商工業経営力向上

促進事業など産業の振興に重きを置くとともに、公共用施設や道路橋梁等の整備と改

修を進めることといたしました。 

   また、「幌延町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、「安心なくらしとま

ちづくり」や「子育て支援と人づくりの推進」、「まちへ新しい人の流れをつくる」

等のソフト事業への取組も進めることとしております。 

   １の各会計別当初予算総括表をご覧ください。 

   一般会計から下水道事業特別会計までの７会計の予算額合計は６３億１０２万８千

円で、前年度当初予算と比較して７,０９７万８千円、１.１％の増となります。 

   下の表、２の当初・繰越予算の状況をご覧ください。 

   今定例会に提案の、平成３１年度一般会計補正予算で繰越明許費として設定予定の

７,５７３万８千円が、令和２年度への繰越となります。 

   この繰越を合わせますと、一般会計の合計は５１億３,８７３万８千円、全会計の

合計は６３億７,６７６万６千円の予算規模となります。 

   ４ページをお開きください。５の各会計別地方債現在高です。 

   ３会計の令和２年度末合計残高は、前年度末より４,９０４万７千円増加して、３

９億６,５３７万７千円を予定しております。 

   ６の各会計別基金現在高では、５会計の令和２年度末合計残高は、前年度末より１

億３,６２２万８千円減少し、５１億２,３７７万６千円を予定しております。 

   ７の北海道市町村備荒資金組合納付金現在高は、前年度末より５９９万４千円増加

し、令和２年度末で１８億６１５万円を予定しております。 

   ６ページをお開きください。１０の各会計別人件費の状況です。 

   全会計１０４人の職員の人件費総額は８億１４０万円で、予算総額の１２.７％を

占めています。 

   一人当たり７７１万円で、共済費を除きますと一人当たり５９２万２千円になりま

す。 

   主な増減要因として、２年度は、保育士２名の増員分や職員の退職と採用等により

給料で９１６万９千円増加し、職員手当で４４万円減少しております。共済費は昨年

度が３年に１度の退職手当組合事前納付清算金支払いの年度であったことから今年度

は３,３３４万７千円減少しております。 

   ８ページをお開きください。一般会計予算の概要についてご説明いたします。 

   令和２年度一般会計予算総額は、歳入歳出それぞれ５０億６,３００万円で、平成

３１年度当初予算と比較して４,８００万円、１.０％の増となります 

   ９ページは、歳入の内訳です。 

   １款町税は、５億９,２４９万円の計上で、前年度比２.７％の減となります。 

これは、個人町民税と償却資産に係る固定資産税の減少が主な要因です。詳細は、１

２ページの（４）町税税目別収入の状況をご参照ください。 

   ９款地方交付税は、普通交付税の交付実績等を勘案し、３千万円減額して２１億３

千万円の計上で、前年度比１.４％の減となります。 

  普通交付税及び特別交付税等の内訳は、１３ページの（６）地方交付税等当初予算
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額・決算額の推移をご参照ください。 

   １３款国庫支出金は、前年度比１９.４％増の３億４,１０５万３千円の計上です。

これは、橋梁長寿命化に係る社会資本整備総合交付金の増加が主な要因です。 

   １４款道支出金は、前年度比１５.１％増の２億４,６７５万９千円の計上です。 

これは、農業水路等長寿命化・防災減災事業や中山間地域等直接支払事業実施に係る

補助金の増加が主な要因です。 

   １７款 繰入金は、前年度比３４.１％減の２億５,０３０万円の計上です。公共施

設等整備基金、財政調整基金、減債基金、エネルギー施策等振興基金からの繰入は、

合わせて１億５,１１８万円減少し、ふるさと創生基金からの繰入れが、２,０９５万

円増加したことが、主な要因です。 

   なお、繰入金の詳細は、２０ページの（７）基金積立・取崩額及び充当事業をご参

照ください。 

   ２０款町債は、前年度比１５.２％増の９億５,３４０万円の計上です。 

   ＩＰ告知システム更改事業、幌延下沼線道路改良事業の完了に伴う減少や、こざく

ら荘ボイラー設備改修支援事業、グループホーム建設支援事業、町道問寒中問寒線道

路改良事業、橋梁長寿命化改修等による増加が主な要因です。内訳は１９ページの

（６）町債の発行事業をご参照ください。 

   次に、歳出の内訳について、ご説明いたします。 

   １４ページをお開きください。 

   （１－１）歳出款別予算額の内訳です。 

   １款議会費は、４,８８４万９千円で、議員報酬、職員給料等のほか、今年度は道

外への議員視察研修事業を計上しております。 

   ２款総務費は、６億４,３４４万５千円で、主な事業として、情報通信施設運営事

業、移住定住促進事業、地域コミュニティ形成事業、地域おこし協力隊運営事業、基

金管理事業等のほか、新規事業として集落支援活動運営事業、地域公共交通車両整備

事業、幌延町強靭化計画策定事業を計上しております。 

   ３款民生費は、９億７,３１４万４千円で、こざくら荘支援事業、老人福祉管理費、

認定こども園管理費、出産祝金及び養育手当支給事業等のほか、新規に社会福祉管理

費として外国人介護福祉人材育成支援協議会負担金、北星園民営化支援事業としてグ

ループホーム建設支援事業補助金、こざくら荘ボイラー設備改修支援事業補助金、障

がい者福祉管理として障がい者基本計画及び第６期障がい者福祉計画策定費を計上し

ております。 

   ４款衛生費は３億２４７万６千円で、公衆浴場管理費、母子保健事業、予防事業、

保健推進事業、町立歯科診療所運営事業、し尿及び塵芥処理費負担金等を計上してお

ります。 

   ６款農林水産業費は６億２９万７千円で、中山間地域等直接支払事業、町営牧場管

理費、生乳生産拡大事業、町有林整備事業、有害鳥獣駆除等のほか、道営畑地帯総合

整備事業及び農業用水道施設改修事業等を計上しております。 

   ７款商工費は１億５,４４８万５千円で、中小企業融資事業、商工業等振興促進事

業、商工業経営力向上促進事業及びトナカイ観光牧場管理委託事業等のほか、食ブラ
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ンド創出・まちの拠点計画調査事業、幌延町・豊富町広域観光促進事業等を計上して

おります。 

   ８款土木費は８億８,３９５万円で、町道の補修や除雪等の維持管理費、橋梁と公

営住宅の長寿命化改修事業等のほか、新規に建設機械整備事業、町道改良事業、山村

広場遊具施設整備事業、ふるさとの森森林公園遊歩道補修、名林公園環境整備事業を

計上しております。 

   ９款消防費は１億４,４５７万４千円で、北留萌消防組合負担金及び防災対策事業

が主な事業となりますが、消防組合負担金のうち、新規に消防指令広報車購入費が含

まれており、また、防災対策事業には、避難に対応する備品や資機材の増強予算を計

上しております。 

   １０款教育費は３億８,６２１万６千円で、各小中学校又は社会教育施設に係る運

営管理費や情報通信機器等整備事業、スクールバス運行等が主な事業となりますが、

新規に幌延小学校グランドトイレ等補修、問寒別小中学校遊具施設整備、幌延中学校

体育館照明器具改修、総合スポーツ公園改修調査事業を計上しております。 

   １２款公債費は、地方債の償還等で９億１,０５６万２千円の計上です。 

   ２２ページをお開きください。（９）は、一部事務組合への負担金の状況です。 

   西天北五町衛生施設組合及び北留萌消防組合幌延支署分の負担金内訳を整理してお

ります。 

   西天につきましては、前年度からの継続事業である、使用済み紙おむつ燃料化事業

と、新規事業としてクリーンセンター給水管整備事業の実施を見込み、普通建設事業

が増加しましたが、退職者に係る退職手当組合負担金が減額となったことから、当町

の負担金は前年度と比べ１１７万円減少し、１億３,９１５万３千円となりました。 

   ２３ページの北留萌消防組合につきましては、普通建設事業として消防指令広報車

の購入事業が計上されておりますが、消防施設費の普通建設事業費が前年度より減少

したことに伴い、当町の負担金は３,５８７万７千円減少し、１億３,８５８万４千円

となりました。 

   ２４ページをお開きください。 

   （１０）は、地方消費税交付金のうち社会保障財源化分２,８９０万円が充てられ

る社会保障経費及び施策に要する経費の内訳です 

   ２５ページから３１ページまでは、繰越事業も含めた、令和２年度の主な事業の概

要を整理しております。 

   ３２ページをお開きください。 

   （１３）は当該年度の事業のうち、「まち・ひと・しごと創生総合戦略事業」に係

る事業と予算額を整理し再掲しており、予算総額は２億１,６６１万１千円の計上で、

前年度と比べ３,５８７万円の増加です。 

   次に特別会計予算の概要を申し上げます。 

   ３３ページをご覧ください。国民健康保険特別会計です。 

   歳入歳出予算総額は、３億２,２９６万８千円で、前年度比４.８％の増となります。 

   歳入の国民健康保険税は、７,３２４万９千円で、前年度比９.１％の増となります。 

   また、従前、国・道・支払基金から別々に交付されていました各種交付金等は、道
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が国保財政の運営主体となったことから、平成３０年度から道支出金として交付され

ていますが、今年度は１億９,８６６万６千円を見込み、前年度比１.９％の増となり

ます。 

歳出では、保険給付費が、１億３,８６１万７千円で、前年度比１６.３％の減とな

ります。 

   また、従来、社会診療報酬支払基金へ支出していた後期高齢者支援金等、前期高齢

者納付金等、介護納付金は、道で取りまとめて支出することから、平成３０年度から

国民健康保険事業費納付金という科目になり、今年度は１億１,０４３万２千円を見

込み、前年度比９.０％の増となります。 

   中段（２）管理運営等の状況ですが、年間平均の被保険者数は５９７人で、前年度

と比較して２４人の増、加入世帯数は３４４世帯を予定しております。 

   １世帯当たりの保険税現年度課税額は２２万９,４０５円で前年度と比べ２万２,６

１７円増額、被保険者一人当たりの保険税現年度調定額は１３万２,１８６円で、前

年度と比べ１万４,８９８円増額となり、歳入総額に占める国民健康保険税の割合は

２２.７％となっております。 

   ３４ページをお開きください。国民健康保険診療所特別会計です。 

   歳入歳出予算総額は３億３,９６２万６千円です。 

歳入のうち、入院料は２,７６６万８千円で歳入全体の８.１％を構成し、外来診察

料は６,７２６万２千円で歳入全体の１９.８％を構成します。 

   中段、（２）管理運営等の状況ですが、経営改善を図るため、従来、療養病床１９

床としていたものを、平成３０年度から一般病床４床、療養病床１５床に変更してお

ります。病床１９床のうち、１日平均の入院患者数は７.０人で、１日平均の外来患

者数は、６０.６人を見込んでおります。 

（３）繰入金の内訳をご覧ください。一般会計からの繰入金は、電子内視鏡等の医

療機器更新を予定していることや、国保直診化に伴う国民健康保険特別会計からの繰

入金４,３５５万２千円が見込まれることから、１,５９２万２千円減少し、１億６,

５６６万円となります。 

   ３５ページをご覧ください。後期高齢者医療特別会計です。 

   歳入歳出予算総額は５,１６１万８千円で、前年度比１.７％の減となります。 

歳入の後期高齢者医療保険料は、年間平均被保険者３７８人で１,７９４万円、前

年度比４.５％の増となります。 

   被保険者１人当りの年保険料は、現年度調定分で４万７,４６０円となり、前年度

と比べ２,５１８円の増となります。 

   歳出の後期高齢者医療広域連合納付金は４,８６３万３千円で、前年度比１.８％の

減となります。 

   ３６ページをお開きください。介護保険特別会計です。 

   保険事業勘定につきまして、歳入歳出予算総額は２億４,９７２万円で、前年度比

１.１％の増となります。 

   歳入の介護保険料は、年間平均の第１号被保険者数７０５人で、４,２６１万２千

円と見込み、前年度比１.６％の減となります。 
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   被保険者１人当たりの年保険料は、現年度調定分で６万４２８円となり、前年度と

比べ１,５８３円の減となります。 

   歳出の保険給付費は１億９,２８４万２千円で、前年度比２.３％の減となります。 

   ３７ページは介護サービス事業勘定です。 

居宅介護及び介護予防の サービス計画作成件数は１９２件を予定しており、歳入

歳出予算総額は８８１万９千円で、前年度比３.２％の増となります。 

   ３８ページをお開きください。簡易水道事業特別会計です。 

   歳入歳出予算総額６,９７３万６千円で、前年度比３７.８％の増となります。 

   歳入の水道使用料及び手数料は、月平均給水戸数を１,０２７戸、４,６６３万円と

見込み、前年度比４.５％の増となります。 

   歳出の水道管理費は４,２１３万２千円で、地方公営企業法適用化事業開始により

前年度比６.３％の増。水道整備費は１,２４８万２千円で、簡易水道施設改修事業実

施により、前年度比１,１７５万８千円の増加となります。 

   ３９ページをご覧ください。下水道事業特別会計です。 

   年度末の予定処理戸数は８４０戸とし、水洗化率は９７.３％、合併処理浄化槽設

置基数を１３７基と予定しております。 

   歳入歳出予算総額は１億９,５５４万１千円で、前年度比１３.０％の減となります。 

   歳入の下水道使用料及び手数料は３,６２８万１千円、前年度比３.１％の増、一般

会計からの繰入金は１億１,４８７万１千円で、前年度比１４.５％、１,９５５万円

の減となります。 

   歳出の施設管理費は、下水道ストックマネジメント計画策定業務や非常用発電機整

備事業の完了により６,９９４万６千円、前年度比２５.９％の減となり、施設整備費

は、下水道管理センター等長寿命化計画に基づく設備等の更新で３,８３１万７千円、

前年度比３４.６％の減です。 

   個別排水施設整備費につきましては、合併処理浄化槽３基の設置を見込み１,３６

１万７千円を計上しております。 

   以上、一般会計ほか各会計予算案の概要を申し上げました。 

   予算審議を通して、議員の皆様からのご意見やご提言をいただくとともに、予算執

行につきましては、ご理解とご協力をお願い申し上げまして、提案理由とさせていた

だきます。 

議  長 高 橋 秀 之 君 

   お諮りします。 

   本案は、議員全員をもって構成する「令和２年度幌延町各会計予算審査特別委員

会」を設置の上、これに付託し、審査したいと思います。 

   これに、ご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

   異議なしと認めます。 

   よって本案は、議員全員をもって構成する「令和２年度幌延町各会計予算審査特別

委員会」を設置の上、これに付託して審査することに決定しました。 

   第１回特別委員会は、委員会条例第７条第１項の規定に基づき、議長において招集
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することとし、委員長、副委員の互選を行います。なお、委員長の互選については、

委員会条例第７条第２項の規定に基づき、年長の議員が職務を行うことになっており

ますので、よろしくお願いします。 

   ここで、暫時休憩します。 

（１６時２２分 休  憩） 

（１８時１３分 開  議） 

   休憩を解いて、会議を再開します。 

    

   本日の議事日程は、全て終了しました。 

   これにて、散会します。 

   なお、明日は午前１０時より会議を開きます。 

   本日は、大変ご苦労様でした。 

 

（１８時１３分 散  会）



 

 

 

  以上、相違ないことを証するため、署名議員と共に署名する。 

 

                    幌 延 町 議 会 議 長  高 橋 秀 之  

 

                    署 名 議 員  ４ 番  無量谷   隆  

 

                    署 名 議 員  ６ 番  吉 原 哲 男  

 

以上、記録する。          主 事  満 保 希 来  


